
※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－1 

 

設工認記載内容の保安規定への反映整理表 

 

(1)  放射線管理・・・・・・・・・・№ １～２２ 

(2)  火災・・・・・・・・・・・・・・・・№２３～２９ 

(3)  津波・・・・・・・・・・・・・・・・№３０～３７ 

(4)  竜巻・・・・・・・・・・・・・・・・№３８～４４ 

(5)  除雪除灰・・・・・・・・・・・・№４５～５０ 

(6)  火山モニタリング・・・・・・№５１～５３ 

(7)  航空機落下・・・・・・・・・・№５４～５５ 

(8)  電気設備(電源車等)・・・№５５～６７ 

(9)  監視・記録・・・・・・・・・・・№６８～７１ 

(10) 施設管理・・・・・・・・・・・・№７２～７６ 

(11) 貯蔵条件・・・・・・・・・・・・№７７～８０ 

(12) 搬入・搬出・・・・・・・・・・・№８１～９１ 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

 放射線管理    

1 放射線業務従事者が立ち入る場所については，放射

線業務従事者が受ける線量が線量限度を超えないよ

うにし，さらに，放射線業務従事者及び一時立入者

（以下「放射線業務従事者等」という。）の立ち入る場

所における線量を合理的に達成できる限り低減できる

ように，遮蔽及び機器の配置を行うとともに，各場所

への立入頻度，滞在時間等を制限することにより，放

射線業務従事者等の被ばくを低減する。 

 

別添Ⅰ1 1.4 （４） 

［①-222］ 

（放射線業務従事者の線量管理等） 

第４３条 各ＧＭは，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応

じて作業計画を立案するとともに，放射線防護上必要な措置を講じる

ことで放射線業務従事者の線量低減に努める。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，センター員の放射線業務従事者の実効線

量及び等価線量を表４３－１に定める項目及び頻度に基づき評価し，

法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，第３８条第１項(2)に定める区域に入域した

実績があるセンター員の放射線業務従事者の実効線量を表４３－２に

定める項目及び頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超え

ていないことを確認する。 

 

表４３－１ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

 

表４３－２ 

項  目 頻  度 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１※２ 

 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面

で申し出た者を除く。）にあっては，１ヶ月に１回とする。 

※２：第３８条第１項(2)に定める区域に入域した実績がない場合は，省

略できる。 

 

 

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

９．３ 確認線量を用いた線量管理 

（１）個人線量の確認 

環境・放射線管理ＧＭは、評価対象月の翌月にセンターの放射線業務従事者

で「放射線業務従事者の確認線量」（別表３）に示す確認線量を超えている者が

いないか確認する。また、当該放射線業務従事者が、緊急作業に従事していたか

を確認する。 

 

別表３ 放射線業務従事者の確認線量 

（１）通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量 

 確認線量 

実効線量 （１）80mSv/５年※１ 

（２）16mSv/年※２ 

（３）女子※３ 

４mSv/３ヶ月※４ 

等価線量 （１）眼の水晶体  16 mSv/年※２ 

（２）皮膚     400mSv/年※２ 

（３）妊娠中の女子の腹部表面 

１mSv/（妊娠と診断されてから出産まで） 

※１ 2001（平成 13） 年４月１日以後５年毎に区分した各期間。ただし、2011（平成

23）年度以降の５年ブロックの線量限度管理には、福島第一原子力発電所に

おける緊急作業（2011（平成 23）年３月 11 日～31 日）に従事した線量を含む。 

※２ ４月１日を始期とする１年間。 

※３ 妊娠不能と診断されていると申告した者及び妊娠中の女子を除く。 

※４ ４月１日、７月１日、10 月１日、１月１日を始期とする３ヶ月間。 

注） 確認線量は管理上の基準値である。各値は、法令に定められる放射線業務従

事者の限度を超えないことを確実にするために、当該値を超えた以降の期間の

線量管理を考慮し設定したものである。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

（b）管理区域入域中 

ⅰ.作業所管ＧＭは、管理区域の滞在時間は、１日当たり所定労働時間に加

え２時間を超えないように管理すること。 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域内での飲食及び喫煙を禁止すること。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、マスク類を使用する場合は、使用前にリークチェックを行
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※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－2 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

い、正しく着用できていることを確認すること。また、保護衣・保護具を着用

する場合は、使用前に破損等がないことを確認し、正しく着用すること。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、Ｂ区域からＡ区域へ移動する場合は、「保護衣・保護具

の着用基準」（別表３）及び「マスクの着用基準」（別表４）に従い、保護衣の

着脱及び靴の履き替えを行うとともに、身体及び身体に着用しているものの

表面汚染密度を測定し、アルファ線を放出する核種で 0.4Bq/cm2、アルファ

線を放出しない核種で 4Bq/cm2（法令に定める表面汚染密度の 10 分の 1）

を超える汚染がないことを確認する。ただし、傷病や火災等緊急に管理区

域に出入りする場合は、環境・放射線管理ＧＭの指示に従うこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、一時立入者の案内者に一時立入者が計画外に線量を

受けることがないよう、承認された立入許可内容を遵守させること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、Ｂ区域から物品を持ち出す場合には、物品の養生（養生

していたものを取り外すことを含む）又は汚染検査を行うこと。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、作業の合間には低線量率待機場所に移動する等被ばく

低減に努めること。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の電子式線量計の警報が鳴動した場

合には、直ちに管理区域から退避させること。 

 

2 なお，放射線業務従事者等の被ばく管理について

は，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施

設保安規定（以下「保安規定」という。）に定め，運用

する。 

 

別添Ⅰ1 1.4 (4) （放射線業務従事者の線量管理等） 

第４３条 各ＧＭは，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応

じて作業計画を立案するとともに，放射線防護上必要な措置を講じる

ことで放射線業務従事者の線量低減に努める。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，センター員の放射線業務従事者の実効線

量及び等価線量を表４３－１に定める項目及び頻度に基づき評価し，

法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，第３８条第１項(2)に定める区域に入域した

実績があるセンター員の放射線業務従事者の実効線量を表４３－２に

定める項目及び頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超え

ていないことを確認する。 

 

表４３－１ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

 

表４３－２ 

項  目 頻  度 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１※２ 

 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面

で申し出た者を除く。）にあっては，１ヶ月に１回とする。 

※２：第３８条第１項(2)に定める区域に入域した実績がない場合は，省

略できる。 

 

 

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

９．３ 確認線量を用いた線量管理 

（１）個人線量の確認 

環境・放射線管理ＧＭは、評価対象月の翌月にセンターの放射線業務従事者

で「放射線業務従事者の確認線量」（別表３）に示す確認線量を超えている者が

いないか確認する。また、当該放射線業務従事者が、緊急作業に従事していたか

を確認する。 

 

別表３ 放射線業務従事者の確認線量 

（１）通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量 

 確認線量 

実効線量 （１）80mSv/５年※１ 

（２）16mSv/年※２ 

（３）女子※３ 

４mSv/３ヶ月※４ 

等価線量 （１）眼の水晶体  16 mSv/年※２ 

（２）皮膚     400mSv/年※２ 

（３）妊娠中の女子の腹部表面 

１mSv/（妊娠と診断されてから出産まで） 

※１ 2001（平成 13） 年４月１日以後５年毎に区分した各期間。ただし、2011（平成 23）

年度以降の５年ブロックの線量限度管理には、福島第一原子力発電所における

緊急作業（2011（平成 23）年３月 11 日～31 日）に従事した線量を含む。 

※２ ４月１日を始期とする１年間。 

※３ 妊娠不能と診断されていると申告した者及び妊娠中の女子を除く。 

※４ ４月１日、７月１日、10 月１日、１月１日を始期とする３ヶ月間。 

注） 確認線量は管理上の基準値である。各値は、法令に定められる放射線業務従事

者の限度を超えないことを確実にするために、当該値を超えた以降の期間の線量



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－3 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

（管理区域出入者の遵守事項） 

第４１条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りするセンター員

に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1) チェックポイントを経由すること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承

認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

(2) 管理区域に立ち入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，

一時立入者であって環境・放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，こ

の限りでない。 

(3) 第３８条第１項(2)で定める区域に立ち入る場合は，保護衣を着用す

ること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従

う場合は，この限りでない。 

(4) 第３９条第１項(2)に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち

出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等を行うこと。 

(5) 第３８条第１項(2)で定める区域から退出する場合又は第３８条第１

項(2)で定める区域から汚染のおそれのない管理区域に移動する場

合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認する

こと。 

(6) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙

をしないこと。 

 

管理を考慮し設定したものである。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

（b）管理区域入域中 

ⅰ.作業所管ＧＭは、管理区域の滞在時間は、１日当たり所定労働時間に加

え２時間を超えないように管理すること。 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域内での飲食及び喫煙を禁止すること。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、マスク類を使用する場合は、使用前にリークチェックを行

い、正しく着用できていることを確認すること。また、保護衣・保護具を着用

する場合は、使用前に破損等がないことを確認し、正しく着用すること。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、Ｂ区域からＡ区域へ移動する場合は、「保護衣・保護具

の着用基準」（別表３）及び「マスクの着用基準」（別表４）に従い、保護衣の

着脱及び靴の履き替えを行うとともに、身体及び身体に着用しているものの

表面汚染密度を測定し、アルファ線を放出する核種で 0.4Bq/cm2、アルファ

線を放出しない核種で 4Bq/cm2（法令に定める表面汚染密度の 10 分の 1）

を超える汚染がないことを確認する。ただし、傷病や火災等緊急に管理区

域に出入りする場合は、環境・放射線管理ＧＭの指示に従うこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、一時立入者の案内者に一時立入者が計画外に線量を

受けることがないよう、承認された立入許可内容を遵守させること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、Ｂ区域から物品を持ち出す場合には、物品の養生（養生

していたものを取り外すことを含む）又は汚染検査を行うこと。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、作業の合間には低線量率待機場所に移動する等被ばく

低減に努めること。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の電子式線量計の警報が鳴動した場

合には、直ちに管理区域から退避させること。 

 

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

１６．一時立入者、緊急入域者の線量管理 

１６．１ 一時立入者の線量の測定、記録、通知 

（１）外部被ばく線量の測定 

a.一時立入者の管理区域立入許可を申請した作業所管ＧＭは、ＡＰＤを用いて

一時立入者の外部被ばく線量の測定を行う。なお、ＡＰＤの着用部位は、胸部

（女子の場合、妊娠不能と診断されていると申告した者以外は腹部）とする。 

また、ＡＰＤの着用基準は、立入区域により「７．１外部被ばく」の表１のとおり

とする。ただし、見学ルートにのみ立ち入る場合は、同一行動をとる立入者 10

名につき１名に代表者としてＡＰＤを着用させ、他の立入者の測定に代えること

ができる。 

b.一時立入者の案内者は、一時立入者の線量が 0.1mSv/日以内となるようにしな

ければならない。案内者は、一時立入者が退域する際、一時立入者のＡＰＤの

線量の読み値を「Q-2-R1-3 管理区域立入者登録管理」で定める「一時立入

者入域許可申請書・許可書」に記入し、一時立入者の管理区域立入許可を申

請した作業所管ＧＭに報告する。 

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－4 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

3 事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場所にお

ける線量を合理的に達成できる限り低くし公衆の線量

限度以下に低減できるよう，適切な措置を講ずる。 

 

別添Ⅰ1 1.4（５） 

［①-223］ 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第４５条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域内，事業所内の管理区域

以外の人が立ち入る場所，周辺監視区域境界付近（周辺監視区域境

界付近の測定場所は図４５に定める。）及び第３８条第１項(2)の区域内

に設定した汚染のおそれのない管理区域内において表４５－１及び表

４５－２（第３８条第１項(2)に定める区域内に設定した汚染のおそれの

ない管理区域内に限る。）に定める測定項目について，同表に定める

頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理区域に

ついては，この限りでない。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項の測定により異常が認められた場合

は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

 

表４５－１ 

場   所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

１．管理区域

内※１ 

外部放射線に係る線量

当量率※２ 

毎日貯蔵中に

１回 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

空気中の放射性物質濃

度※３ 
１週間に１回 

表面汚染密度※３ １週間に１回 

２．周辺監視

区 域 境 界

付近 

空気吸収線量※４ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※５ 常時 

中性子線量当量率※６ 常時 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

３．事業所内

の 管 理 区

域 以 外 の

人が立ち入

る場所 

外部放射線に係る線量

当量 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について

測定 

※２：エリアモニタにおいて測定する項目 

※３：汚染のおそれのない管理区域は，測定を省略することができる。 

※４：モニタリングポイントにおいて測定する項目 

※５：モニタリングポストにおいて測定する項目 

※６：東側周辺監視区域境界付近のモニタリングポストにおいてのみ

測定する項目 

 

表４５－２ 

場  所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

[Q-2-R1-2 放射線管理マニュアル 別冊-2 放射線管理区域管理] 

１０．線量・汚染状況の管理 

（２）管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

a. 環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率

等の測定」（別表 11）に定める測定項目について同表に示す測定頻度、測定方法、

使用放射線計測器に基づき測定を実施する。 

b. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定結果を記録する。各測定で使用する様式は

「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定」（別表 11）に示

す。 

c. 環境・放射線管理ＧＭは、管理区域内線量当量率の測定の結果を管理区域に立

入る者の見やすい場所に掲示する。 

d. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定により汚染が確認された場合には、

「Q-2-R1-1 放射線作業管理 ８．１ 汚染発生時の措置」に基づき除染等の措置を

講ずる。 

e. 環境・放射線管理ＧＭは、本項の測定において「管理区域の区域区分に係る値」

（別表２）で定める管理目標値を超えた場合には、直ちにその変動要因を調査し、

「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録し、「Q-2-N1 不適合等管理マニュアル」に

従い処理を行う。 

f. 環境・放射線管理ＧＭは、測定結果に以下の異常を認めた場合については、上記

対応に加え、「Q-2-N1-1 トラブル等報告・公表」に従い処理を行う。 

・管理区域内の線量当量率が、線量１区域又は線量２区域において１mSv/h を超え

る場合 

・管理区域内の空気中放射性物質濃度がＢ区域において 1×10-3Bq/cm3 を超える

場合 

・管理区域内の表面汚染密度がＢ区域において 40Bq/cm2 を超える場合 

・管理区域外において「管理区域に係る値」（別表１）を超える場合 

 

別表 11 管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

 

・環境・放射線管理ＧＭは、区域区分に適合しない等の変動原因を調査した場合は

その結果を「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録する。 

4 なお，事業所内の管理区域以外の人が立ち入る場

所における線量の管理については，保安規定に定

め，運用する。 

別添Ⅰ1 1.4（5） 

5 （管理区域以外の場所の線量低減措置と線量管理） 

管理方法等については，保安規定で定め運用する。 

添付 4－2 別添 6 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－5 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

汚染のおそれ

のない管理区

域内 

表面汚染密度 

１週間に１回 

（汚染のおそれのない

管理区域が設定され

ている期間） 

 

図４５ 

 
 

・管理区域内線量当量率の測定については、測定結果を見やすい場所に掲示する

等の方法により、管理区域に立入る者に周知する。 

※１：Ａ区域における測定頻度 

※２：Ｂ区域における測定頻度 

※３：汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）においては自主測定とする。 

※４：測定箇所は各様式に記載されているポイントとする。 

 

6 （貯蔵建屋の遮蔽評価） 

詳細の管理方法については，保安規定・マニュアル

で定める。 

添付 4－2 別添 3 

4. 

（管理区域の設定及び解除） 

第３７条 管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区

画する他，標識を設けることによって明らかに他の場所と区別する。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定

める管理区域に係る値を超えていないことを確認する。 

４．環境・放射線管理ＧＭは，添付２における管理区域境界付近におい

て，表３７に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定

又は解除することができる。設定又は解除に当たって，環境・放射線

管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法

令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，

当該エリアを元に戻す場合についても，環境・放射線管理ＧＭはあら

かじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

る。 

５．環境・放射線管理ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定

又は解除する場合は，取扱主任者の確認を得て，センター長の承認

を得て行うことができる。設定又は解除に当たって，環境・放射線管理

ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に

定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該

エリアを元に戻す場合についても，環境・放射線管理ＧＭはあらかじめ

法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，取扱主

任者の確認を得て，センター長の承認を得る。 

６．環境・放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は

管理区域を設定することができる。設定に当たって，環境・放射線管理

ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

[Q-2-R1-2 放射線管理マニュアル 別冊-2 放射線管理区域管理] 

７．１ 管理区域設定要否判断 

（１）管理区域設定要否確認依頼票の作成 

作業所管ＧＭは、「管理区域設定要否確認依頼票」（様式１）を作成し、環境・放射

線管理ＧＭに管理区域設定要否確認を依頼する。なお、作成にあたり、「管理区域設

定要否確認依頼にあたっての実施事項」（別表４）に留意する。 

（２）管理区域設定要否の判断 

環境・放射線管理ＧＭは、作業所管ＧＭから「管理区域設定要否確認依頼票」（様

式１）にて管理区域設定要否確認を依頼された場合、①当該場所の放射線作業環

境、②管理区域に係る値を「管理区域に係る値」（別表１)で比較し、①の数値が②の

数値よりも高い場合に管理区域の設定が必要だと判断する。 

（３）管理区域設定要否の通知 

環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域設定要否確認依頼票」（様式１）により通知す

るにあたっては、「管理区域設定要否確認依頼にあたっての留意事項」（別表４）に留

意する。環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域設定要否確認依頼票」（様式１）を作成

後、作業所管ＧＭへ通知する。 

（４）管理区域内の滞在時間管理について 

作業所管ＧＭは、管理区域での作業のうち、滞在時間管理が必要な場所での作業

については「管理区域設定要否確認依頼票」（様式１）に定めた方法で滞在時間管理

を行う。滞在時間管理の方法を変更する場合には、作業所管ＧＭは、再度「管理区

域設定要否確認依頼票」（様式１）を作成して環境・放射線管理ＧＭに確認を依頼す

る。 

 

８．１ 区域区分変更要否判断 

（１）作業所管ＧＭは、作業計画段階において区域区分変更の要否判断ができない場



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－6 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

る。 

７．環境・放射線管理ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合

は，設定後において，目的，期間及び場所を明らかにし，取扱主任者

の確認を得て，センター長の承認を得る。 

なお，当該エリアを元に戻す場合についても，あらかじめ法令に定

める管理区域に係る条件を満足できることを環境・放射線管理ＧＭが

確認し，取扱主任者の確認を得て，センター長の承認を得る。 

 

表３７ 

扉修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 

 

 （管理区域内における特別措置） 

第３９条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域のうち次の基準を超える場

合又は超えるおそれがある場合は，標識を設けて他の場所と区別する

他，区画，施錠等の措置を講じる。ただし，放射線等の危険性が低い

場合は，この限りでない。 

(1) 外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ミリシーベルト 

(2) 空気中の放射性物質濃度又は床，壁，その他人の触れるおそれの

ある物の表面汚染密度が，法令に定める管理区域に係る値の１０倍 

２．各ＧＭは，第１項の区域内で作業を行う場合，作業による線量及び作

業環境に応じた放射線防護上の措置を立案し，環境・放射線管理Ｇ

Ｍの承認を得る。 

３．各ＧＭは，汚染の広がりを防止するため，第１項(2)の区域から退出す

る場合及び物品等を持ち出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等

の措置を講じる。 

 

（放射線業務従事者の線量管理等） 

第４３条 各ＧＭは，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応

じて作業計画を立案するとともに，放射線防護上必要な措置を講じる

ことで放射線業務従事者の線量低減に努める。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，センター員の放射線業務従事者の実効線

量及び等価線量を表４３－１に定める項目及び頻度に基づき評価し，

法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，第３８条第１項(2)に定める区域に入域した

実績があるセンター員の放射線業務従事者の実効線量を表４３－２に

定める項目及び頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超え

ていないことを確認する。 

 

 

 

合には、環境・放射線管理ＧＭの指示を仰ぐ。 

（２）環境・放射線管理ＧＭは、外部放射線に係る線量当量率等の測定結果に基づく

区域区分の変更の必要性を判断し、区域区分の変更が必要と判断した場合には、

区域区分の変更手続きを行う。 

（３）環境・放射線管理ＧＭは、表面汚染密度の測定において法令に基づく管理区域

に係る値を超えない表面汚染が発見された場合には、区域区分の変更は実施せ

ず、汚染拡大防止のために汚染の周囲を柵等により区画し、表面汚染密度の値が

汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）の管理目標値（別表２）を満足するように除

染等の措置を講ずる。 

 

８．４ 区域区分の変更 

（１）作業所管ＧＭは、区域区分の変更にあたっては、区画の設置、変更する区域に応

じた標識の設置及び必要な場合は汚染検査場所を設置する（別表３参照）。また、

次の基準を超える場合又は超えるおそれのある場合は、保安規定第３７条第１項に

基づき、標識を設けて他の場所と区別するほか、区画、施錠等の措置を講ずることと

し、施錠時の鍵の管理については「１１．特別措置を講ずべき区域入口の施錠管理」

に基づき実施する。 

・外部放射線に係る線量当量率が１時間につき１ｍＳｖ 

・空気中の放射性物質濃度又は、床、壁、その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度が法令に定める管理区域に係る値の１０倍 

また、線量区分又は汚染区分を下げる変更を行う場合にあっては、当該区域が変

更したい管理区域の区域区分に係る値に適合できるよう、必要に応じて遮へい、除

染等の放射線防護上必要な措置を講じる。 

（２）環境・放射線管理ＧＭは、「区域区分確認シート」（様式７）により、変更する区域に

おいて「８．２ 区域区分の変更手続き」で定める審査基準及び「管理区域の区域区

分に係る値」（別表２）に適合していることを確認し、区域区分の変更が妥当と判断し

た場合には、「区域区分確認シート」（様式７）を承認し、区域区分の運用を開始す

る。 

（３）環境・放射線管理ＧＭは、変更内容を反映した区域区分図を作成し、社員及び管

理区域に立ち入る者に周知する。 

なお、区域区分図は、色分けや網掛け等により区域区分が容易に識別可能であ

るように作成する。また、区域区分の変更後、速やかに管理区域内に設置した表示

の変更を行い、作業所管ＧＭに「管理区域の区域区分変更・承認書」（様式６）、「区

域区分確認シート」（様式７）の写しを送付する。 

 

別表２ 管理区域の区域区分に係る値 

汚染による区分 

 

 

Ａ区域 Ｂ区域 

外 部 放 射

線 に 係 る

線 量 当 量

率 に よ る

区分 

表面汚染密度 α：0.4Bq／cm2 未満 

β・γ：4Bq／cm2 未満

※ 

α：0.4Bq／cm2 以上 

β・γ：4Bq／cm2 以上 

空気中の放射

性物質濃度 
3 ヶ月平均で 1×10-4 Bq

／cm3 未満 

3 ヶ月平均で 1×10-4 Bq

／cm3 以上 

線量１ 0.1mSv/h １Ａ １Ｂ 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－7 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

表４３－１ 

項  目 頻  度 

外部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１ 

 

表４３－２ 

項  目 頻  度 

内部被ばくによる線量 ３ヶ月に１回※１※２ 

 

※１：女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面

で申し出た者を除く。）にあっては，１ヶ月に１回とする。 

※２：第３８条第１項(2)に定める区域に入域した実績がない場合は，省

略できる。 

 

以下 

線量２ 
1.00mSv/h 

以下 
２Ａ ２Ｂ 

線量３ 
1.00mSv/h 

超 
３Ａ ３Ｂ 

 

 

 

7 なお，管理区域内において法令に定める表面密度限

度の 10 分の１を超えるような予期しない汚染を床，

壁等に発生させた場合又は発見した場合について

は，保安規定に定め，運用する。 

別添Ⅰ1 1.11 （床，壁等の除染） 

第４４条 各ＧＭは，法令に定める表面密度限度の１０分の１を超えるよう

な予期しない汚染を床，壁等に発生させた場合又は発見した場合は，

環境・放射線管理ＧＭに連絡するとともに，汚染拡大防止のため区画

等の応急措置を講じる。 

２．第１項の汚染箇所に係る作業の所管ＧＭは，汚染状況等について環

境・放射線管理ＧＭの確認を受けた上で，その協力を得ながら汚染の

除去等，放射線防護上の必要な措置を講じる。 

３．第２項の所管ＧＭは，その措置結果について，環境・放射線管理ＧＭ

の確認を得る。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

１１．１ 汚染発生時の措置 

作業所管ＧＭは、予期しない汚染が発生した場合及び放射性物質が漏えいした場合

には、以下の措置を講ずる。 

（１）予期しない汚染（※）が発生した場合 

a. 作業所管ＧＭは、管理区域内において予期しない汚染が発見された場合又は発

生した場合は、環境・放射線管理ＧＭへ連絡するとともに、初動対応として簡易的

なロープや柵等による区画や靴の履き替えにより、汚染拡大防止を図る。 

b. 環境・放射線管理ＧＭは、作業所管ＧＭから予期しない汚染を発見した場合又は

発生した旨の連絡を受けた場合は、速やかに汚染状況を確認する。また、除染等

の措置を講じ、その結果について「除染作業票」（様式８）に記録し使用済燃料取

扱主任者の確認を得る。 

c. 環境・放射線管理ＧＭは、予期しない汚染が発生した場合に速やかに除染等の

対応ができるようチェックポイントに放射線管理資機材を配備する。 

なお、除染資機材の設置場所及び配備する資機材は、「放射線管理資機材の

設置場所及び配備資機材」（別表８）を参照する。 

（※）「予期しない汚染」とは、作業を実施することで汚染が発生すると予想され、その

拡大の防止、除去のための対策が予め講じられたもの以外をいう。 

 

8 放射線サーベイ機器を用いて管理区域における線量

当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の

放射性物質の表面密度を定期的または必要の都度，

測定する。 

 

別添Ⅰ2 2.5(2)b. 

［①-200］ 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第４５条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域内，事業所内の管理区域

以外の人が立ち入る場所，周辺監視区域境界付近（周辺監視区域境

界付近の測定場所は図４５に定める。）及び第３８条第１項(2)の区域内

に設定した汚染のおそれのない管理区域内において表４５－１及び表

４５－２（第３８条第１項(2)に定める区域内に設定した汚染のおそれの

ない管理区域内に限る。）に定める測定項目について，同表に定める

頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理区域に

ついては，この限りでない。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項の測定により異常が認められた場合

は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

 

[Q-2-R1-2 放射線管理マニュアル 別冊-2 放射線管理区域管理] 

１０．線量・汚染状況の管理 

（２）管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

a. 環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量

率等の測定」（別表 11）に定める測定項目について同表に示す測定頻度、測定方

法、使用放射線計測器に基づき測定を実施する。 

b. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定結果を記録する。各測定で使用する様式

は「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定」（別表 11）に

示す。 

c. 環境・放射線管理ＧＭは、管理区域内線量当量率の測定の結果を管理区域に立

入る者の見やすい場所に掲示する。 

d. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定により汚染が確認された場合には、



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－8 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

表４５－１ 

場   所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

１．管理区域

内※１ 

外部放射線に係る線量

当量率※２ 

毎日貯蔵中に

１回 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

空気中の放射性物質濃

度※３ 
１週間に１回 

表面汚染密度※３ １週間に１回 

２．周辺監視

区 域 境 界

付近 

空気吸収線量※４ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※５ 常時 

中性子線量当量率※６ 常時 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

３．事業所内

の 管 理 区

域 以 外 の

人が立ち入

る場所 

外部放射線に係る線量

当量 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について

測定 

※２：エリアモニタにおいて測定する項目 

※３：汚染のおそれのない管理区域は，測定を省略することができる。 

※４：モニタリングポイントにおいて測定する項目 

※５：モニタリングポストにおいて測定する項目 

※６：東側周辺監視区域境界付近のモニタリングポストにおいてのみ

測定する項目 

 

表４５－２ 

場  所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

汚染のおそれ

のない管理区

域内 

表面汚染密度 

１週間に１回 

（汚染のおそれのない

管理区域が設定され

ている期間） 

 

図４５ 

 

 

 

 

 

 

 

「Q-2-R1-1 放射線作業管理 ８．１ 汚染発生時の措置」に基づき除染等の措置

を講ずる。 

e. 環境・放射線管理ＧＭは、本項の測定において「管理区域の区域区分に係る値」

（別表２）で定める管理目標値を超えた場合には、直ちにその変動要因を調査し、

「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録し、「Q-2-N1 不適合等管理マニュアル」に

従い処理を行う。 

f. 環境・放射線管理ＧＭは、測定結果に以下の異常を認めた場合については、上記

対応に加え、「Q-2-N1-1 トラブル等報告・公表」に従い処理を行う。 

・管理区域内の線量当量率が、線量１区域又は線量２区域において１mSv/h を超

える場合 

・管理区域内の空気中放射性物質濃度がＢ区域において 1×10-3Bq/cm3 を超え

る場合 

・管理区域内の表面汚染密度がＢ区域において 40Bq/cm2 を超える場合 

・管理区域外において「管理区域に係る値」（別表１）を超える場合 

 

別表 11 管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

 

・環境・放射線管理ＧＭは、区域区分に適合しない等の変動原因を調査した場合は

その結果を「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録する。 

・管理区域内線量当量率の測定については、測定結果を見やすい場所に掲示する

等の方法により、管理区域に立入る者に周知する。 

※１：Ａ区域における測定頻度 

※２：Ｂ区域における測定頻度 

※３：汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）においては自主測定とする。 

※４：測定箇所は各様式に記載されているポイントとする。 

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－9 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

9 代替計測に使用する放射線サーベイ機器は，貯蔵建

屋と津波による影響を受けない南側高台の資機材保

管庫に保管する。津波襲来後には，南側高台の資機

材保管庫に保管する放射線サーベイ機器を用いて，

リサイクル燃料備蓄センター内の放射線管理を行う。 

 

別添Ⅰ2 2.5(2)b. 

［①-200］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

 
４．津波 

４．４ 手順書の整備 

各ＧＭは，津波襲来時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活動を実

施することをマニュアルに定める。 

(4) 代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，使用済燃料貯蔵施設の監視機

能が喪失した場合を考慮して，代替設備により必要な監視機能

を確保する。 

 

[自然現象対応手順] 

津波対応編 

モニタリングポスト及び貯蔵建屋内エリアモニタの代替計測 

 

（１）代替計測 

環境・放射線管理 GM（原子力防災組織が発足している場合は技術班）は、地

震、津波等の自然災害発生時等により、モニタリングポスト又はエリアモニタが使用

できなくなった場合は、人身安全を確保の上、モニタリングポストの場合はモニタリン

グポスト所在地２点、エリアモニタの場合は貯蔵建屋内７点を、それぞれの機能が復

旧するまで、放射線サーベイ機器により毎日 1 回以上測定する。 

貯蔵建屋の代替計測測定ポイントを図１に示す。 

（２）追加の放射線測定 

環境・放射線管理 GM（原子力防災組織が発足している場合は技術班）は、地

震、津波等の自然災害発生時等により、上記（１）代替計測以外の追加の放射線測

定が必要な場合は、状況に応じた測定箇所、測定方法、測定頻度及び保護衣・保

護具を選定し、個人線量計を着用した上で、放射線測定を実施する。その際に、線

量率が最大になると想定される箇所を測定箇所に含める（例：津波襲来時における

敷地北側付近）。 

          

図１ 貯蔵建屋の代替計測測定ポイント 

 

[自然現象対応手順] 

津波対応編 

 

３． 資機材の配備 

（３）環境・放射線管理 GM は，津波襲来に備え次のとおり資機材を配備する。 

 
 

10 使用済燃料貯蔵建屋の管理区域への立入りはチェ

ックポイント（管理区域への出入管理を行うエリア）を

通過する設計とし，チェックポイントで放射線業務従

事者等の出入管理を行う。管理区域への出入管理

別添Ⅰ2 2.5(2)ｃ. （管理区域への出入管理） 

第４０条 環境・放射線管理ＧＭは，別途定められた管理区域への立入

許可に係る事項に基づき，管理区域へ立ち入る次の者に対して許可

を与える。 

[Q-2-R1-3 放射線管理マニュアル 別冊-3 管理区域立入者登録管理] 

８．１ 放射線業務従事者の管理区域への立入許可の取得手続き 

d. 放射線業務従事者登録及び管理区域への立入許可の取得 

（d）管理区域立入許可 

資機材名称 個数 配備場所 備考 

    

    

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－10 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

については，保安規定で定め，運用する。 

 

(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者 

(2) 一時立入者   ：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業

務従事者の随行により管理区域に一時的

に立ち入る者 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に

立ち入らせない措置を講じる。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，チェックポイント（管理区域への出入管理を

行うエリア）において，入退域管理装置により人の出入りを管理する。 

４．防災安全ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに

立入りできない措置を講じる。 

５．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内

で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着

用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理

区域から退出する場合は，この限りでない。 

６．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域における線量当量率等を放射線

業務従事者等が安全に認識できるよう，放射線サーベイ機器で測定し

た値を配置図に記載して壁面に掲示することで，チェックポイント及び

事務建屋に表示する。 

 

環境・放射線管理ＧＭは、「放射線業務従事者指定 放射線業務従事者登録・

管理区域立入許可申請書兼被ばく歴調査票」（様式１）及び放射線管理手帳によ

り、以下の事項について確認した上で、「従事者登録・許可」欄に押印し、申請依

頼のあった者を放射線業務従事者として管理区域への立入りを許可する。 

・放射線防護教育のうち、「放射線防護教育」（別表２－１）に示すａ教育、ｂ教育が

実施され、有効期間内にあること。 

・女子の場合は、ａ教育、ｂ教育に加え、放射線業務従事者として必要な「放射線

防護教育」（別表２－１）に示すａ’教育が実施され、有効期間内にあること。 

・放射線防護教育のうち、ａ教育、ｂ教育の免除または省略については、「教育免

除・省略区分（一部または全部）」（別表４）による。 

・「放射線業務従事者指定 放射線業務従事者登録・管理区域立入許可申請書

兼被ばく歴調査票」（様式１）に入所時教育及び放射線防護教育の実施状況が

もれなく記載されていること及びその内容が当該者の放射線管理手帳に記載さ

れている放射線防護教育歴と齟齬がないこと。 

 

１０．１ 一時立入者の管理区域への立入許可 

（２）一時立入許可 

a. 許可 

（a）環境・放射線管理ＧＭは、作業所管ＧＭが提出した「一時立入者管理区域

立入許可申請書・許可書」（様式１８）の記載事項が、以下の事項を満足して

いることを確認する。 

・立入期間が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す基準を満足してい

ること。 

・予想線量が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す基準を満足してい

ること。 

・案内者が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す適切な人数を確保し

ていること。 

（b）環境・放射線管理ＧＭは、「一時立入者管理区域立入許可申請書・許可書」

（様式１８）に以下の事項を記入した上、同申請書に押印することにより、当該

者の管理区域立入を許可する。 

・許可番号 

・一時立入者の保護衣、個人線量計の種類、着用対象者 

b. 許可書の送付 

環境・放射線管理ＧＭは、「a. 許可」により許可した「一時立入者管理区域

立入許可申請書・許可書」（様式１８）を作業所管ＧＭに送付する。また「一時立

入者管理区域立入許可申請書・許可書」（様式１８）の写しを放射線管理室に

送付する。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

作業所管ＧＭは、管理区域立入者に以下の事項を遵守させること。 

（a）管理区域入域時 

ⅰ.作業所管ＧＭは、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）－ＫＹ（危険予知）等

の打ち合わせにより放射線防護措置を確認すること。 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－11 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者が管理区域内へ立ち入る場合にはチェ

ックポイントを通過させる。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、皮膚に創傷のある者で、創傷から体内に放射性物質を取

り込むおそれのある者を立ち入らせないこと。なお、汚染のおそれのない管

理区域への入域はその限りでない。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込み禁止物品（携帯電話（当社指定のＰ

ＨＳを除く）、タバコ、飲食物、ガム）及び作業上必要としない物品を持ち込

ませないこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込む携行品を筆記用具、書類、記録用

紙、ＰＨＳ、工具等の再使用するものに限ること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、「放射線管理計画書・報告書」（様式１）に従い区域区分

に応じた電子式個人線量計を着用させ、入退域管理装置により入域管理

を行わせること。なお、一時立入者の電子式個人線量計の着用について

は、環境・放射線管理ＧＭの指示に従い案内者が一時立入者に着用させ

ること。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、入退域管理装置にて電子式個人線量計に放射線管理計

画書の作業件名を登録させること。なお、一時立入者については作業件名

の登録は不要とする。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、定めた管理区域の出入管理エリア以外の場所から管理

区域に立入る場合又は管理区域境界の扉等の出入口を開閉する場合は、

「管理区域出入口に係る承認申請書」（様式４）により環境・放射線管理ＧＭ

の承認を得る。ただし、火災等の非常時には承認を省略することができる。 

ⅸ.作業所管ＧＭは、作業を実施する場合は、「保護衣・保護具の着用基準」

（別表３）に従い保護衣・保護具を着用すること。 

ⅹ.作業所管ＧＭは、放射線測定器を使用する場合は、使用前に動作チェック

を行い、異常がないことを確認すること。 

xi.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の年齢が満 18 歳以上であることを確認

し、18 歳未満の者が立ち入らないようにすること。ただし、「見学・視察」の目

的で立ち入る場合は、保護者同伴に限り 18 歳未満でもよいものとする。 

 

11 放射線業務従事者等の線量管理のため，外部放射

線による線量当量を測定する個人線量計を備える。

チェックポイントで個人線量計を装着した後に管理区

域に入域することを保安規定で定め，運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.5(2)d. （管理区域出入者の遵守事項） 

第４１条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りするセンター員

に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1) チェックポイントを経由すること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承

認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

(2) 管理区域に立ち入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，

一時立入者であって環境・放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，こ

の限りでない。 

(3) 第３８条第１項(2)で定める区域に立ち入る場合は，保護衣を着用す

ること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従

う場合は，この限りでない。 

(4) 第３９条第１項(2)に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち

出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等を行うこと。 

(5) 第３８条第１項(2)で定める区域から退出する場合又は第３８条第１

項(2)で定める区域から汚染のおそれのない管理区域に移動する場

合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認する

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

７．２．１．２ 外部被ばく線量の測定 

γ線、β線、中性子線の測定に係るプロセスフローを「ＡＰＤによる測定評価（社

員・派遣労働者・外来者）（社員外）」（フロー図２）、「ＡＰＤによる測定値の集計」（フ

ロー図３）及びＧＢによる測定評価（社員・派遣労働者・外来者）」（フロー図１２）に示

す。 

（１）ＡＰＤ・ＧＢによる測定 

a.ＡＰＤ・ＧＢの着用 

作業所管ＧＭは、作業に伴い管理区域に立ち入る者に、管理区域に立ち入り

の都度、ＧＢの着用とチェックポイントにてＡＰＤを取り、作業条件にあった警報設

定値を設定させる。また、ＡＰＤ・ＧＢを胸部（妊娠不能と診断されていると申告した

者以外の女子は腹部）に着用させる。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－12 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

こと。 

(6) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙

をしないこと。 

 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

作業所管ＧＭは、管理区域立入者に以下の事項を遵守させること。 

（a）管理区域入域時 

ⅰ.作業所管ＧＭは、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）－ＫＹ（危険予知）等の

打ち合わせにより放射線防護措置を確認すること。 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者が管理区域内へ立ち入る場合にはチェッ

クポイントを通過させる。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、皮膚に創傷のある者で、創傷から体内に放射性物質を取り

込むおそれのある者を立ち入らせないこと。なお、汚染のおそれのない管理

区域への入域はその限りでない。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込み禁止物品（携帯電話（当社指定のＰＨ

Ｓを除く）、タバコ、飲食物、ガム）及び作業上必要としない物品を持ち込ませ

ないこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込む携行品を筆記用具、書類、記録用

紙、ＰＨＳ、工具等の再使用するものに限ること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、「放射線管理計画書・報告書」（様式１）に従い区域区分に

応じた電子式個人線量計を着用させ、入退域管理装置により入域管理を行

わせること。なお、一時立入者の電子式個人線量計の着用については、環

境・放射線管理ＧＭの指示に従い案内者が一時立入者に着用させること。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、入退域管理装置にて電子式個人線量計に放射線管理計

画書の作業件名を登録させること。なお、一時立入者については作業件名

の登録は不要とする。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、定めた管理区域の出入管理エリア以外の場所から管理区

域に立入る場合又は管理区域境界の扉等の出入口を開閉する場合は、「管

理区域出入口に係る承認申請書」（様式４）により環境・放射線管理ＧＭの承

認を得る。ただし、火災等の非常時には承認を省略することができる。 

ⅸ.作業所管ＧＭは、作業を実施する場合は、「保護衣・保護具の着用基準」（別

表３）に従い保護衣・保護具を着用すること。 

ⅹ.作業所管ＧＭは、放射線測定器を使用する場合は、使用前に動作チェックを

行い、異常がないことを確認すること。 

xi.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の年齢が満 18 歳以上であることを確認し、

18 歳未満の者が立ち入らないようにすること。ただし、「見学・視察」の目的で

立ち入る場合は、保護者同伴に限り 18 歳未満でもよいものとする。 

 

12 なお，チェックポイント及び事務建屋の壁面への掲示

については，保安規定で定め，運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.5(2)e. （管理区域への出入管理） 

第４０条 環境・放射線管理ＧＭは，別途定められた管理区域への立入

許可に係る事項に基づき，管理区域へ立ち入る次の者に対して許可

を与える。 

(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者 

(2) 一時立入者   ：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業

務従事者の随行により管理区域に一時的

に立ち入る者 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に

立ち入らせない措置を講じる。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，チェックポイント（管理区域への出入管理を

行うエリア）において，入退域管理装置により人の出入りを管理する。 

[Q-2-R1-2 放射線管理マニュアル 別冊-2 放射線管理区域管理] 

１０．線量・汚染状況の管理 

（２）管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

a. 環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量

率等の測定」（別表 11）に定める測定項目について同表に示す測定頻度、測定方

法、使用放射線計測器に基づき測定を実施する。 

b. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定結果を記録する。各測定で使用する様式

は「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定」（別表 11）に

示す。 

c. 環境・放射線管理ＧＭは、管理区域内線量当量率の測定の結果を管理区域に立

入る者の見やすい場所に掲示する。 

d. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定により汚染が確認された場合には、

13 なお，管理区域における線量当量率を放射線業務従

事者等が安全に認識できるよう，放射線サーベイ機

器による測定値を配置図に記載し，チェックポイント

及び事務建屋の壁面に掲示する運用とする。チェッ

クポイント及び事務建屋の壁面への掲示について

は，保安規定で定め，運用する。 

 

添付 14  2.1 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－13 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

４．防災安全ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに

立入りできない措置を講じる。 

５．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内

で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着

用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理

区域から退出する場合は，この限りでない。 

６．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域における線量当量率等を放射線

業務従事者等が安全に認識できるよう，放射線サーベイ機器で測定し

た値を配置図に記載して壁面に掲示することで，チェックポイント及び

事務建屋に表示する。 

 

「Q-2-R1-1 放射線作業管理 ８．１ 汚染発生時の措置」に基づき除染等の措置

を講ずる。 

e. 環境・放射線管理ＧＭは、本項の測定において「管理区域の区域区分に係る値」

（別表２）で定める管理目標値を超えた場合には、直ちにその変動要因を調査し、

「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録し、「Q-2-N1 不適合等管理マニュアル」に

従い処理を行う。 

f. 環境・放射線管理ＧＭは、測定結果に以下の異常を認めた場合については、上記

対応に加え、「Q-2-N1-1 トラブル等報告・公表」に従い処理を行う。 

・管理区域内の線量当量率が、線量１区域又は線量２区域において１mSv/h を超

える場合 

・管理区域内の空気中放射性物質濃度がＢ区域において 1×10-3Bq/cm3 を超

える場合 

・管理区域内の表面汚染密度がＢ区域において 40Bq/cm2 を超える場合 

・管理区域外において「管理区域に係る値」（別表１）を超える場合 

 

別表 11 管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

 

・環境・放射線管理ＧＭは、区域区分に適合しない等の変動原因を調査した場合は

その結果を「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録する。 

・管理区域内線量当量率の測定については、測定結果を見やすい場所に掲示する

等の方法により、管理区域に立入る者に周知する。 

※１：Ａ区域における測定頻度 

※２：Ｂ区域における測定頻度 

※３：汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）においては自主測定とする。 

※４：測定箇所は各様式に記載されているポイントとする。 

 

14 金属キャスク等の搬出入に際しては，必要に応じて貯

蔵建屋の機器搬出入口で放射線業務従事者等の出

入管理を行う。 

 

添付 14 3.1(1) 

［①-202］ 

（管理区域への出入管理） 

第４０条 環境・放射線管理ＧＭは，別途定められた管理区域への立入

許可に係る事項に基づき，管理区域へ立ち入る次の者に対して許可

を与える。 

(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者 

[Q-2-R1-3 放射線管理マニュアル 別冊-3 管理区域立入者登録管理] 

８．１ 放射線業務従事者の管理区域への立入許可の取得手続き 

d. 放射線業務従事者登録及び管理区域への立入許可の取得 

（d）管理区域立入許可 

環境・放射線管理ＧＭは、「放射線業務従事者指定 放射線業務従事者登録・



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－14 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

(2) 一時立入者   ：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業

務従事者の随行により管理区域に一時的

に立ち入る者 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に

立ち入らせない措置を講じる。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，チェックポイント（管理区域への出入管理を

行うエリア）において，入退域管理装置により人の出入りを管理する。 

４．防災安全ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに

立入りできない措置を講じる。 

５．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内

で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着

用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理

区域から退出する場合は，この限りでない。 

６．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域における線量当量率等を放射線

業務従事者等が安全に認識できるよう，放射線サーベイ機器で測定し

た値を配置図に記載して壁面に掲示することで，チェックポイント及び

事務建屋に表示する。 

 

管理区域立入許可申請書兼被ばく歴調査票」（様式１）及び放射線管理手帳によ

り、以下の事項について確認した上で、「従事者登録・許可」欄に押印し、申請依

頼のあった者を放射線業務従事者として管理区域への立入りを許可する。 

・放射線防護教育のうち、「放射線防護教育」（別表２－１）に示すａ教育、ｂ教育が

実施され、有効期間内にあること。 

・女子の場合は、ａ教育、ｂ教育に加え、放射線業務従事者として必要な「放射線

防護教育」（別表２－１）に示すａ’教育が実施され、有効期間内にあること。 

・放射線防護教育のうち、ａ教育、ｂ教育の免除または省略については、「教育免

除・省略区分（一部または全部）」（別表４）による。 

・「放射線業務従事者指定 放射線業務従事者登録・管理区域立入許可申請書

兼被ばく歴調査票」（様式１）に入所時教育及び放射線防護教育の実施状況が

もれなく記載されていること及びその内容が当該者の放射線管理手帳に記載さ

れている放射線防護教育歴と齟齬がないこと。 

 

１０．１ 一時立入者の管理区域への立入許可 

（２）一時立入許可 

a. 許可 

（a）環境・放射線管理ＧＭは、作業所管ＧＭが提出した「一時立入者管理区域立

入許可申請書・許可書」（様式１８）の記載事項が、以下の事項を満足している

ことを確認する。 

・立入期間が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す基準を満足しているこ

と。 

・予想線量が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す基準を満足しているこ

と。 

・案内者が「一時立入者の立入条件」（別表５）に示す適切な人数を確保して

いること。 

（b）環境・放射線管理ＧＭは、「一時立入者管理区域立入許可申請書・許可書」

（様式１８）に以下の事項を記入した上、同申請書に押印することにより、当該

者の管理区域立入を許可する。 

・許可番号 

・一時立入者の保護衣、個人線量計の種類、着用対象者 

b. 許可書の送付 

環境・放射線管理ＧＭは、「a. 許可」により許可した「一時立入者管理区域立

入許可申請書・許可書」（様式１８）を作業所管ＧＭに送付する。また「一時立入

者管理区域立入許可申請書・許可書」（様式１８）の写しを放射線管理室に送付

する。 

 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

作業所管ＧＭは、管理区域立入者に以下の事項を遵守させること。 

（a）管理区域入域時 

ⅰ.作業所管ＧＭは、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）－ＫＹ（危険予知）等の

打ち合わせにより放射線防護措置を確認すること。 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者が管理区域内へ立ち入る場合にはチェッ



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－15 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

クポイントを通過させる。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、皮膚に創傷のある者で、創傷から体内に放射性物質を取り

込むおそれのある者を立ち入らせないこと。なお、汚染のおそれのない管理

区域への入域はその限りでない。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込み禁止物品（携帯電話（当社指定のＰＨ

Ｓを除く）、タバコ、飲食物、ガム）及び作業上必要としない物品を持ち込ませ

ないこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込む携行品を筆記用具、書類、記録用

紙、ＰＨＳ、工具等の再使用するものに限ること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、「放射線管理計画書・報告書」（様式１）に従い区域区分に

応じた電子式個人線量計を着用させ、入退域管理装置により入域管理を行

わせること。なお、一時立入者の電子式個人線量計の着用については、環

境・放射線管理ＧＭの指示に従い案内者が一時立入者に着用させること。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、入退域管理装置にて電子式個人線量計に放射線管理計

画書の作業件名を登録させること。なお、一時立入者については作業件名

の登録は不要とする。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、定めた管理区域の出入管理エリア以外の場所から管理区

域に立入る場合又は管理区域境界の扉等の出入口を開閉する場合は、「管

理区域出入口に係る承認申請書」（様式４）により環境・放射線管理ＧＭの承

認を得る。ただし、火災等の非常時には承認を省略することができる。 

ⅸ.作業所管ＧＭは、作業を実施する場合は、「保護衣・保護具の着用基準」（別

表３）に従い保護衣・保護具を着用すること。 

ⅹ.作業所管ＧＭは、放射線測定器を使用する場合は、使用前に動作チェックを

行い、異常がないことを確認すること。 

xi.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の年齢が満 18 歳以上であることを確認し、

18 歳未満の者が立ち入らないようにすること。ただし、「見学・視察」の目的で

立ち入る場合は、保護者同伴に限り 18 歳未満でもよいものとする。 

 

15 外部火災や津波襲来時には被ばく情報を計算機に

伝送できる警報付き個人線量計が使用できなくなるこ

とから，伝送機能のない電池式の警報付き個人線量

計を保有し，貯蔵建屋と南側高台の資機材保管庫に

保管する。伝送機能のない個人線量計による被ばく

記録は，記録用紙に記録した後，個人の被ばく管理

記録に反映する。 

 

添付 14 3.2(1) 

［①-202］ 

（管理区域出入者の遵守事項） 

第４１条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りするセンター員

に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1) チェックポイントを経由すること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承

認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

(2) 管理区域に立ち入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，

一時立入者であって環境・放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，こ

の限りでない。 

(3) 第３８条第１項(2)で定める区域に立ち入る場合は，保護衣を着用す

ること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従

う場合は，この限りでない。 

(4) 第３９条第１項(2)に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち

出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等を行うこと。 

(5) 第３８条第１項(2)で定める区域から退出する場合又は第３８条第１

項(2)で定める区域から汚染のおそれのない管理区域に移動する場

合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認する

こと。 

(6) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

１６．２ 緊急時入域者の線量の測定、記録、通知 

緊急時入域者の線量の測定、記録、通知に係るプロセスフローを、「緊急入域者

の線量管理」（フロー図 11）に示す。 

（１）外部被ばく線量測定 

a.環境・放射線管理ＧＭは、緊急時入域者に対し、ＡＰＤ等を装着させて外部被ば

く線量を測定させる。 

b.ＡＰＤ等の着用部位は、胸部（女子の場合、妊娠不能と診断されていると申告し

た者以外は腹部）とする。 

c.ＡＰＤ等は、立入区域の区域区分により「７．１ 外部被ばく」表１に定めるものを着

用する。 

d.環境・放射線管理ＧＭは、緊急時入域者が退域する際、緊急時入域者のＡＰＤ

等の線量の測定値を「緊急時入域チェックリスト」（様式 22）に記録する。 

 

[Q-2-R1-7 放射線管理マニュアル 別冊-7 放射線計測器管理] 

１１．放射線計測器の配備 

環境・放射線管理ＧＭは、保安規定第４６条、原子力事業者防災業務計画に基

づく必要数量を確保する。なお、放射線計測器の種類及び数量については「放射



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－16 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

をしないこと。 

 

線計測器」（別表１）による。 

 

別表１ 放射線計測器 

 

 

16 非常時の放射線防護に必要な防護衣，呼吸器，防

護マスクの防護具類は，管理区域入口付近及び予

備緊急時対策所等に備える。配備する放射線防護

具類の種類，数量及び配備場所については，保安規

定に定め，運用する。 

 

添付 14 3.3（１） （緊急作業従事者の線量管理等） 

第６５条 本部長は，緊急作業従事者が緊急作業期間中に受ける線

量を可能な限り低減するため，次の事項を実施する。 

(1) 緊急作業従事者が緊急作業に従事する期間中の実効線量及び

等価線量を表６５に定める項目及び頻度に基づき評価するとと

もに，法令に定める線量限度を超えないように被ばく線量の管

理を実施する。 

(2) 使用済燃料貯蔵施設の状況及び作業内容を考慮し，放射線防

護マスクの着用等の放射線防護措置を講じる。 

２．本部長は，緊急作業従事者に対し，緊急作業期間中及び緊急作

業に係る業務から離れる際，医師による健康診断を実施する。 

 

表６５ 

項目 頻度 

外部被ばくによる線量 １ヶ月※１に１回 

内部被ばくによる線量 １ヶ月※１に１回 

※１：毎月１日を始期とする。 

 

 

 

 

 

[Q-3-R1-2 保護衣及び保護具配備・点検要領] 

９．保護衣・保護具の配備 

環境・放射線管理ＧＭは、保護衣・保護具を以下のとおり配備する。 

（１）環境・放射線管理ＧＭは、保護衣・保護具を事務建屋及び使用済燃料貯蔵建

屋の管理区域入口付近（チェックポイント）に配備する。 

（２）環境・放射線管理ＧＭは、「保護具類の確保及び配備箇所」（別表１）に示す保

護衣・保護具を配備する。また、配備品の不足が生じないよう点検時等に適時

補充する。 

（３）環境・放射線管理ＧＭは、保護衣・保護具の使用者に対して、取扱説明書を閲

覧可能な状態にするとともに、全面マスクの配備場所には使用に関する注意

事項を記載した掲示物等を掲示する。 

（４）環境・放射線管理ＧＭは、保護衣・保護具について、故障等の連絡を受けた場

合は、当該の保護衣・保護具を回収し、修理・交換等を行う。 

 

別表１ 保護衣・保護具の確保及び配備箇所 

 

17 搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管理

区域に係る値を超える放射性物質が検出された場

合は，除染に使用した水及び除染液の液体廃棄物

並びにウエス等の固体廃棄物はドラム缶に入れた

後，廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。固体廃棄物及び

液放管Ｇ体廃棄物の管理については，保安規定に

定め，保管廃棄する。 

添付 15 3. （放射性固体廃棄物の管理） 
第３１条 環境・放射線管理ＧＭは，放射性固体廃棄物が発生した

場合は，ドラム缶に封入することにより汚染の広がりを防止する

措置を講じ，廃棄物貯蔵室に保管する。 
２．環境・放射線管理ＧＭは，放射性固体廃棄物を封入したドラム

缶には，放射性廃棄物を示す標識を付け，かつ表６９－1 の放射

性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号をつける。また，

[Q-2-W1-1 放射性廃棄物管理マニュアル 別冊-1 放射性固体・液体廃棄物管理] 

７．１ 放射性固体廃棄物の袋詰め 

（２）放射性固体廃棄物の廃棄物収納袋への収納 

作業所管ＧＭは、搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管理区域に

係る値を超える放射性物質が検出された場合等に、除染で使用したウエス、ゴム

手袋等の放射性固体廃棄物について下記の留意事項をもとに廃棄物収納袋（ポ

リエチレン製の透明袋等）へ収納する。 

種類 配備場所 配備数 

セルフエアーセット 
事務建屋 個 

貯蔵建屋 チェックポイント 個 

全面マスク 
事務建屋 個 

貯蔵建屋 チェックポイント 個 

保護衣 
事務建屋 個 

貯蔵建屋 チェックポイント 個 

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
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№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

なお，固体廃棄物及び液体廃棄物の管理について，

並びに管理区域内において法令に定める表面密度

限度の 10 分の１を超えるような予期しない汚染を

床，壁等に発生させた場合又は発見した場合の措置

については，保安規定に定め，運用する。 

 

保全ＧＭは，保管しているドラム缶には津波漂流防止の措置を講

じる。 
３．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室における放射性固体廃

棄物の保管状況を確認するために，１週間に１回廃棄物貯蔵室を

巡視し，３ヶ月に１回保管量を確認する。その結果，異常が認め

られた場合には必要な措置を講じる。 
４．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室の目につきやすい場所

に管理上の注意事項を掲示する。 
 

（放射性液体廃棄物の管理） 
第３４条 環境・放射線管理ＧＭは，放射性液体廃棄物が発生した

場合は，ドラム缶に封入することにより汚染の広がりを防止する

措置を講じ，廃棄物貯蔵室に保管する。 
２．環境・放射線管理ＧＭは，放射性液体廃棄物を封入したドラム

缶には，放射性廃棄物を示す標識を付け，かつ表６９－1 の放射

性液体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号をつける。また，

保全ＧＭは，保管しているドラム缶には津波漂流防止の措置を講

じる。 
３．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室における放射性液体廃

棄物の保管状況を確認するために，１週間に１回廃棄物貯蔵室を

巡視し，３ヶ月に１回保管量を確認する。その結果，異常が認め

られた場合には必要な措置を講じる。 
４．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室の目につきやすい場所

に管理上の注意事項を掲示する。 
 

予期しない汚染については No.7 参照 

 

なお、水や濡れウエス等を用いて湿式除染を実施する場合もあり得るが、廃棄

物は収納するものの特性を考慮して適切な保管を行うために水切りを行い、放射

性固体廃棄物（ウエス等）と放射性液体廃棄物（除染廃液）とに分別する。 

 

７．３ ドラム缶の封入及び保管廃棄 

ｃ.環境・放射線管理ＧＭは、封入を終えたドラム缶について、保管廃棄の要件

「放射性廃棄物の保管廃棄に関する要件」（別表２）が満たされていることを確

認したのち、廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

 

８．２ ドラム缶の封入及び保管廃棄 

ｃ.環境・放射線管理ＧＭは、封入を終えたドラム缶について、保管廃棄の要件

「放射性廃棄物の保管廃棄に関する要件」（別表２）が満たされていることを確

認したのち、廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。 

 

別表２ 放射性廃棄物の保管廃棄に関する要件 

 

 

18 チェックポイントには入退域管理装置を設置する。通

常，放射線業務従事者等が入域する際には，入退域

管理装置（ゲート付き）を通過する。常時は人が通過

できないように，バーが水平に出ており，警報機能付

き個人線量計の登録が完了するとバーが下方に動

いて，通過することができる 

添付 14 3.1(1) （管理区域への出入管理） 

第４０条 環境・放射線管理ＧＭは，別途定められた管理区域への立入

許可に係る事項に基づき，管理区域へ立ち入る次の者に対して許可

を与える。 

(1) 放射線業務従事者：業務上管理区域に立ち入る者 

(2) 一時立入者   ：放射線業務従事者以外の者であって，放射線業

務従事者の随行により管理区域に一時的

に立ち入る者 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項にて許可していない者を管理区域に

立ち入らせない措置を講じる。 

３．環境・放射線管理ＧＭは，チェックポイント（管理区域への出入管理を

行うエリア）において，入退域管理装置により人の出入りを管理する。 

４．防災安全ＧＭは，第３項以外の出入口には，施錠等の人がみだりに

立入りできない措置を講じる。 

５．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域から退出する者又は管理区域内

で汚染のおそれのない管理区域に移動する者の身体及び身体に着

用している物の表面汚染密度が，法令に定める表面密度限度の１０分

の１を超えないような措置を講じる。ただし，汚染のおそれのない管理

区域から退出する場合は，この限りでない。 

[Q-2-R1-1 放射線管理マニュアル 別冊-1 放射線作業管理] 

８．放射線管理の実施 

（２）管理区域への入域 

a. 管理区域立入者の遵守事項 

作業所管ＧＭは、管理区域立入者に以下の事項を遵守させること。 

（a）管理区域入域時 

ⅰ.作業所管ＧＭは、ＴＢＭ（ツールボックスミーティング）－ＫＹ（危険予知）等

の打ち合わせにより放射線防護措置を確認すること。 

ⅱ.作業所管ＧＭは、管理区域立入者が管理区域内へ立ち入る場合にはチェ

ックポイントを通過させる。 

ⅲ.作業所管ＧＭは、皮膚に創傷のある者で、創傷から体内に放射性物質を取

り込むおそれのある者を立ち入らせないこと。なお、汚染のおそれのない管

理区域への入域はその限りでない。 

ⅳ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込み禁止物品（携帯電話（当社指定のＰ

ＨＳを除く）、タバコ、飲食物、ガム）及び作業上必要としない物品を持ち込

ませないこと。 

ⅴ.作業所管ＧＭは、管理区域に持ち込む携行品を筆記用具、書類、記録用

紙、ＰＨＳ、工具等の再使用するものに限ること。 

ⅵ.作業所管ＧＭは、「放射線管理計画書・報告書」（様式１）に従い区域区分
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６．環境・放射線管理ＧＭは，管理区域における線量当量率等を放射線

業務従事者等が安全に認識できるよう，放射線サーベイ機器で測定し

た値を配置図に記載して壁面に掲示することで，チェックポイント及び

事務建屋に表示する。 

 

に応じた電子式個人線量計を着用させ、入退域管理装置により入域管理

を行わせること。なお、一時立入者の電子式個人線量計の着用について

は、環境・放射線管理ＧＭの指示に従い案内者が一時立入者に着用させ

ること。 

ⅶ.作業所管ＧＭは、入退域管理装置にて電子式個人線量計に放射線管理計

画書の作業件名を登録させること。なお、一時立入者については作業件名

の登録は不要とする。 

ⅷ.作業所管ＧＭは、定めた管理区域の出入管理エリア以外の場所から管理

区域に立入る場合又は管理区域境界の扉等の出入口を開閉する場合は、

「管理区域出入口に係る承認申請書」（様式４）により環境・放射線管理ＧＭ

の承認を得る。ただし、火災等の非常時には承認を省略することができる。 

ⅸ.作業所管ＧＭは、作業を実施する場合は、「保護衣・保護具の着用基準」

（別表３）に従い保護衣・保護具を着用すること。 

ⅹ.作業所管ＧＭは、放射線測定器を使用する場合は、使用前に動作チェック

を行い、異常がないことを確認すること。 

xi.作業所管ＧＭは、管理区域立入者の年齢が満 18 歳以上であることを確認

し、18 歳未満の者が立ち入らないようにすること。ただし、「見学・視察」の目

的で立ち入る場合は、保護者同伴に限り 18 歳未満でもよいものとする。 

 

19 放射線業務従事者の外部被ばくによる線量の評価

のうち，日々の作業に伴う線量管理は警報機能付き

個人線量計にて行う。日々の作業による被ばくの累

積となる個人被ばく管理は，放射線業務従事者に積

算線量計を配付し，定期的に測定することにより行

う。 

添付 14 3.2(2) （管理区域出入者の遵守事項） 

第４１条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域に出入りするセンター員

に，次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1) チェックポイントを経由すること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承

認を得て，その指示に従う場合は，この限りでない。 

(2) 管理区域に立ち入る場合は，個人線量計を着用すること。ただし，

一時立入者であって環境・放射線管理ＧＭの指示に従う場合は，こ

の限りでない。 

(3) 第３８条第１項(2)で定める区域に立ち入る場合は，保護衣を着用す

ること。ただし，環境・放射線管理ＧＭの承認を得て，その指示に従

う場合は，この限りでない。 

(4) 第３９条第１項(2)に係る区域から退出する場合及び物品等を持ち

出す場合は，更衣及び持ち出す物の養生等を行うこと。 

(5) 第３８条第１項(2)で定める区域から退出する場合又は第３８条第１

項(2)で定める区域から汚染のおそれのない管理区域に移動する場

合は，身体及び身体に着用している物の表面汚染密度を確認する

こと。 

(6) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙

をしないこと。 

 

[Q-2-R1-4 放射線管理マニュアル 別冊-4 線量管理] 

７．２．１．２ 外部被ばく線量の測定 

γ線、β線、中性子線の測定に係るプロセスフローを「ＡＰＤによる測定評価（社

員・派遣労働者・外来者）（社員外）」（フロー図２）、「ＡＰＤによる測定値の集計」（フ

ロー図３）及びＧＢによる測定評価（社員・派遣労働者・外来者）」（フロー図１２）に示

す。 

（１）ＡＰＤ・ＧＢによる測定 

a.ＡＰＤ・ＧＢの着用 

作業所管ＧＭは、作業に伴い管理区域に立ち入る者に、管理区域に立ち入り

の都度、ＧＢの着用とチェックポイントにてＡＰＤを取り、作業条件にあった警報設

定値を設定させる。また、ＡＰＤ・ＧＢを胸部（妊娠不能と診断されていると申告した

者以外の女子は腹部）に着用させる。 

（２）ＡＰＤの測定値の集計 

a.線量修正の確認 

環境・放射線管理ＧＭは、毎月１日を始期とする１か月毎に、作業所管ＧＭ及

び受注者から依頼を受けたＡＰＤの測定値に対する線量評価・修正依頼の対応

がすべて完了していることを確認する。なお、線量評価・修正が完了していない場

合には、速やかに線量修正を行う。 

b.線量の集計 

環境・放射線管理ＧＭは、放射線作業管理システムの前月分についての線量

修正が完了した後、個人毎、グループ毎、受注者毎、放射線業務従事者区分毎

に１か月間のＡＰＤの測定値の集計を行う。なお、午前０時を跨いで管理区域に

入域した場合は、午前０時を境に各々の日の線量として集計する。 

c.集計結果の確認 

（a）環境・放射線管理ＧＭは、放射線作業管理システムにて以下の日線量集計に

係るチェック項目を確認し、日線量集計に異常のないこと（放射線作業管理シ

ステムからの伝送が正しく行われたこと）を確認の上、放射線作業管理システ



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－19 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

ムより「日線量集約結果通知表」（様式２）を出力する。 

（b）環境・放射線管理ＧＭは、日線量集計に係るチェック項目にエラーがあった

場合には原因調査を行い、修正等の措置を講じる。 

（c）環境・放射線管理ＧＭは、「日線量集約結果通知表」（様式２）の内容を確認

し、当該月の線量結果として承認する。 

【日線量集計チェック項目】 

・対象年月 

・放射線業務従事者区分 

・従業区分 

・所属 

・中央登録番号 

・氏名 

・測定期間 

・測定部位「γ、β（７０）、中性子」 

（d）線量データの送付 

環境・放射線管理ＧＭは、「日線量集約結果通知表」（様式２）を該当者に

送付し、当該月のＡＰＤによるγ線、β線、中性子線の測定結果を通知す

る。 

（３）GB の測定値の集計 

a.GB の必要数量の決定 

環境・放射線管理ＧＭは、各ＧＭに毎月必要数量の確認依頼を実施し、各グ

ループからの線量計貸出の依頼の数量、コントロール用（３個） に予備を考慮し

て必要数量を決定する。 

b.線量計の発注・配付 

環境・放射線管理ＧＭは、GB を測定会社に発注し、各グループで使用するま

でに GB をグループ単位で配付する。 

c. 線量測定の依頼 

(a) 環境・放射線管理ＧＭは、各ＧＭに毎月 GB の提出を依頼し、月が変わったら

速やかに GB を回収し、各グループに配付した GB の数量と各グループから

回収した線量計の数量とが合致していることを確認する。 

(b) 環境・放射線管理ＧＭは、放射線作業管理システムで各グループ員及び当

社契約派遣労働者・外来者の管理区域への入域実績を確認した上で、測定

会社に対し、実際に管理区域で使用した線量計について測定依頼を行う。 

d. 線量測定結果の確認及び受理 

(a) 環境・放射線管理ＧＭは、測定会社より測定対象者の氏名、測定をした者の

氏名、放射線測定器の種類及び型式、測定方法、測定部位及び測定結果

の報告を受ける。 

環境・放射線管理ＧＭは、測定会社から「ガラスバッジ測定算定記録」等

の測定結果の報告を受けたら線量計の種別、数量が測定依頼したものと合

致していることを確認する。 

(b) 環境・放射線管理ＧＭは、「ガラスバッジ測定算定記録」の内容から、β線の

線量を受けている者がいることを確認した場合は、当該者の所属するＧＭに

作業内容を確認し、測定結果の妥当性を確認する。確認した結果、測定結

果の修正が必要な場合には、「外部線量補正評価結果報告」（様式２－１）を

作成する。 

e.測定結果の登録 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－20 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

(a) 環境・放射線管理ＧＭは、「ガラスバッジ測定算定記録」のデータを放射線作

業管理システムに入力する。測定結果が測定下限値未満である場合、γ・

β・中性子線それぞれを 0.00mSv・0.0mSv・“X”と入力する。測定下限値は

以下のとおり。また、 修正がある場合には、「外部線量補正評価結果報告」

（様式２－１）の線量データを放射線作業管理システムへ入力する。 

・γ線：0.01mSv 

・β線：0.1mSv 

・中性子線：0.2mSv 

(b) 環境・放射線管理ＧＭは、「ガラスバッジ測定算定記録」及び「外部線量補正

結果報告」（様式２－１）の線量データと放射線作業管理システムに入力され

たデータに相違がないことを確認する。 

f.線量データの送付 

環境・放射線管理ＧＭは、「ガラスバッジ測定算定記録」及び「外部線量補正

結果報告」（様式２－１）を該当者に送付し、当該月の GB によるγ線、β線、中

性子線の測定結果を通知する。 

 

20 実際にドラム缶に収納する放射性廃棄物はほとん

ど発生することはないため，当面は，ドラム缶重

量を 42kg 以下またはドラム缶の内容物量を 15kg 

以下に制限し，保管することを保安規定に定め運

用する。 

設 2－補－009 改 2 

1.1 

（放射性固体廃棄物の管理） 
第３１条 環境・放射線管理ＧＭは，放射性固体廃棄物が発生した

場合は，ドラム缶に封入することにより汚染の広がりを防止する

措置を講じ，廃棄物貯蔵室に保管する。 
２．環境・放射線管理ＧＭは，放射性固体廃棄物を封入したドラム

缶には，放射性廃棄物を示す標識を付け，かつ表６９－1 の放射

性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号をつける。また，

保全ＧＭは，保管しているドラム缶には津波漂流防止の措置を講

じる。 
３．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室における放射性固体廃

棄物の保管状況を確認するために，１週間に１回廃棄物貯蔵室を

巡視し，３ヶ月に１回保管量を確認する。その結果，異常が認め

られた場合には必要な措置を講じる。 
４．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室の目につきやすい場所

に管理上の注意事項を掲示する。 
 

（放射性液体廃棄物の管理） 
第３４条 環境・放射線管理ＧＭは，放射性液体廃棄物が発生した

場合は，ドラム缶に封入することにより汚染の広がりを防止する

措置を講じ，廃棄物貯蔵室に保管する。 
２．環境・放射線管理ＧＭは，放射性液体廃棄物を封入したドラム

缶には，放射性廃棄物を示す標識を付け，かつ表６９－1 の放射

性液体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号をつける。また，

保全ＧＭは，保管しているドラム缶には津波漂流防止の措置を講

じる。 
３．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室における放射性液体廃

棄物の保管状況を確認するために，１週間に１回廃棄物貯蔵室を

巡視し，３ヶ月に１回保管量を確認する。その結果，異常が認め

られた場合には必要な措置を講じる。 
４．環境・放射線管理ＧＭは，廃棄物貯蔵室の目につきやすい場所

[Q-2-W1-1 放射性廃棄物管理マニュアル 別冊-1 放射性固体・液体廃棄物管理] 

７．３ ドラム缶の封入及び保管廃棄 

（１）環境・放射線管理ＧＭは、ドラム缶の封入及び保管廃棄について以下に定めると

おり実施する。また、津波襲来時のドラム缶漂流防止対策の観点からドラム缶全

体の重量は 42kg 以下（内容物重量だけを測定する場合は 15kg 以下）を制限とす

る。 

 

８．２ ドラム缶の封入及び保管廃棄 

（１）環境・放射線管理ＧＭは、ドラム缶の封入及び保管廃棄について以下に定めると

おり実施する。また、津波襲来時のドラム缶漂流防止対策の観点からドラム缶全

体の重量は 42kg 以下（内容物重量だけを測定する場合は 15kg 以下）を制限とす

る。 

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－21 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

に管理上の注意事項を掲示する。 
 

21 エリアモニタの警報設定値については，原子力発

電所放射線モニタリング指針（JEAG4606-2003）に

基づき平均的バックグラウンドレベルの 10 倍以

内の倍数で設定する。 

設 2－補－010 改 2 

3.(1) 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第４５条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域内，事業所内の管理区域

以外の人が立ち入る場所，周辺監視区域境界付近（周辺監視区域境

界付近の測定場所は図４５に定める。）及び第３８条第１項(2)の区域内

に設定した汚染のおそれのない管理区域内において表４５－１及び表

４５－２（第３８条第１項(2)に定める区域内に設定した汚染のおそれの

ない管理区域内に限る。）に定める測定項目について，同表に定める

頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理区域に

ついては，この限りでない。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項の測定により異常が認められた場合

は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

 

表４５－１ 

場   所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

１．管理区域

内※１ 

外部放射線に係る線量

当量率※２ 

毎日貯蔵中に

１回 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

空気中の放射性物質濃

度※３ 
１週間に１回 

表面汚染密度※３ １週間に１回 

２．周辺監視

区 域 境 界

付近 

空気吸収線量※４ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※５ 常時 

中性子線量当量率※６ 常時 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

３．事業所内

の 管 理 区

域 以 外 の

人が立ち入

る場所 

外部放射線に係る線量

当量 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について

測定 

※２：エリアモニタにおいて測定する項目 

※３：汚染のおそれのない管理区域は，測定を省略することができる。 

※４：モニタリングポイントにおいて測定する項目 

※５：モニタリングポストにおいて測定する項目 

※６：東側周辺監視区域境界付近のモニタリングポストにおいてのみ

測定する項目 

 

表４５－２ 

[Q-3-R1-2-2 管理区域に係る測定評価要領] 

７．管理区域に係る測定 

（２）外部放射線に係る線量当量率測定（エリアモニタ） 

c. 警報設定値の変更 

環境・放射線管理ＧＭは、警報設定値を変更する必要があると判断される場

合（作業及び操作等により、エリアモニタの指示値が１週間以上警報設定値を

超え、またはその見込みがある場合）は、「エリアモニタ警報設定基準」（添付２）

に基づき、警報設定値の見直しを行う。 

 

添付２ エリアモニタ警報設定基準 

 

警報設定の基準 

単位：mSv/h 

 

＜警報設定値根拠＞ 

１．キャスク受入れ区域（γ線） 

電離放射線障害防止規則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律施行規則に規制される線量当量限度を踏まえ、一週間の管理区域内での

実労働時間を４０時間と考え、 

１mSv÷４０h=０.０２５mSv/h から０.０２mSv/h とする。 

２．キャスク受入れ区域（γ線・中性子線） 

 

[Q-3-R1-6-1 環境放射線管理要領] 

８．測定手順 

（２）空気吸収線量率及び中性子線量当量率の測定 

c．警報設定 

（a）低線量率計 

線量率高：1.00E+03 nGy/h 

線量率高高：5.00E+03 nGy/h 

（b）高線量率計 

線量率高：5.00E+03 nGy/h 

線量率高高：5.00E+05 nGy/h 

（c）中性子線量計 

線量率高：5.00E+00 µSy/h 

線量率高高：5.00E+02 µSy/h 

 

22 モニタリングポストの警報設定の考え方と警報設

定値 

警報設定値は以下の通り。 

モニタ名称     高警報     高高警報 

ガンマ線放射線モニタ（低レンジ） ① 100nGy/h

（計画） ② 1000nGy/h 

ガンマ線放射線モニタ（高レンジ） ③ 5000nGy/h 

中性子線放射線モニタ      ④ 100nSv/h 

設 2－補－010 改 2 

3.(2) 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－22 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

場  所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

汚染のおそれ

のない管理区

域内 

表面汚染密度 

１週間に１回 

（汚染のおそれのない

管理区域が設定され

ている期間） 

 

図４５ 

 
 

 火災    

23 また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計と

し，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は

必要最小限とすること，及び外部火災の影響が敷地

境界を越える場合は，自衛消防隊が動力消防ポンプ

を用いて貯蔵建屋の外壁及び防火帯内設置設備に

事前放水することとし，その手順の整備を，保安規定

に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1（2）a （火災発生時の体制の整備） 

第１６条 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における使用済燃

料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

を整備し，活動を行う。 

 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準 

１．５ 手順書の整備 

(1) 防災安全ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設全体を対象とした火災

防護対策を実施するために定めるマニュアルに以下の項目を含

める。 

b) 使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよ

う，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の

影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策 

c) 外部事象防護施設を外部火災から防護するための運用等 

(2) 防災安全ＧＭは，火災発生時における使用済燃料貯蔵施設の

保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

a) 消火活動 

各ＧＭは，火災発生現場の確認，自衛消防隊への連絡及び

消火器を用いた消火活動を実施する。 

[Q-2-F1 火災防護マニュアル] 

８．火災防護対策の基本設計 

（４）防火帯による森林火災の延焼防止 

・ 森林火災の延焼を防ぐための手段として、必要防火帯幅２２ｍの防火帯を設け

る。 

 

１２．１ 火災防護設備の管理 

（６）防火帯の維持管理 

防災安全ＧＭは、森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の維持管理

を、以下の通り実施する。 

・防火帯幅は 22ｍ以上確保する。 

・防火帯上に可燃物(危険物、仮置物含む)の設置及び車両の駐車を原則禁止す

る。 

・防火帯の延焼防止機能に影響を及ぼす様な可燃物、雑草等が無いことを確認す

るため、定期的（1 回／３ヶ月）に点検を実施し、「防火帯点検記録（様式４）」を作

成する。なお、防火帯の異常を確認した場合は、内容に応じて除草や補修作業

を設備保守箇所ＧＭに実施させる。 

・防火帯内に他法令要求等により可燃物を含む機器等を設置する必要がある場合

は、作業所管箇所ＧＭに防火帯の延焼防止効果への影響の有無を評価させ、

必要な対策を講じさせる。 

24 また，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計と

し，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は

必要最小限とすることを保安規定に定め，運用す

る。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.3(1) 

25 森林火災における危険距離の算出については，延

焼防止を目的として事業変更許可を受けた防火帯

（22 m）を敷地内に設ける設計とし，延焼防止効果を

損なわない設計とするため，防火帯に可燃物を含む

機器等を設置する場合は必要最小限とすることを保

安規定に定める。 

 

添付 7-4-2 2.2.1 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－23 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

d) 防火帯の維持・管理 

防災安全ＧＭは，防火帯の維持・管理を実施する。 

 

26 可燃物は，火災区域内又は火災区画内に保管され

ている可燃物の発熱量から求めた等価時間とそこに

設定されている耐火壁の耐火時間を比較し，耐火壁

が必要な耐火時間を満足するよう持ち込みを制限す

る。また，貯蔵建屋の貯蔵区域には可燃物を仮置きし

ない運用とする。 

 

別添Ⅰ1 1.8.2(2) 

［①-151］ 

（火災発生時の体制の整備） 

第１６条 防災安全ＧＭは，火災が発生した場合（以下「火災発生

時」という。）における使用済燃料貯蔵施設の保全のための活動※

１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，防災安

全部長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火災，火山

影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係

る実施基準」に従い策定する。 

 (5) センターにおける可燃物の適切な管理に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における使用済燃

料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

を整備し，活動を行う。 

※１：消防機関への通報，消火又は延焼の防止その他公設消防隊

が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。また，火

災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災による

影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条において同じ。）。 

 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準 

１．５ 手順書の整備 

 (2) 防災安全ＧＭは，火災発生時における使用済燃料貯蔵施設の

保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

g) 火災予防活動（可燃物管理） 

貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵建屋の火災区域又は火災区画

については，火災から防護するため，恒設機器及び点検等に

使用するために保管する可燃物（資機材）の総発熱量が，制

限発熱量を超えない管理を実施する。 

 

[Q-2-F1 火災防護マニュアル] 

９．３ 持込み可燃物管理 

作業所管箇所ＧＭは、貯蔵建屋の火災発生防止及び火災影響軽減を目的として

定めた「Q-3-M1-17 持込み可燃物管理要領」に基づき、貯蔵建屋に持ち込まれる

可燃物を適切に管理する。 

貯蔵建屋の可燃物の仮置き仮置きエリアである受入れ区域とし、貯蔵区域及び付

帯区域は仮置きを禁止とする。また、仮置きエリアに可燃物を仮置きする場合は、不

燃シートによる養生、もしくは金属容器の中に収納すること。 

貯蔵ＧＭは、貯蔵建屋の仮置可燃物管理を取り纏めるとともに、仮置可燃物の物

量を把握し、火災荷重評価を総括管理する。 

 

27 また，外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，

自衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建屋の

外壁及び防火帯内設置設備に事前放水することと

し，その手順の整備を保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.3 （火災発生時の体制の整備） 

第１６条 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における使用済燃

料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

を整備し，活動を行う。 

 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準 

１．５ 手順書の整備 

(1) 防災安全ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設全体を対象とした火災

防護対策を実施するために定めるマニュアルに以下の項目を含

める。 

c) 外部事象防護施設を外部火災から防護するための運用等 

(2) 防災安全ＧＭは，火災発生時における使用済燃料貯蔵施設の

[Q-2-F1 火災防護マニュアル] 

１０．３火災発生時の対応」に記載 

 防災安全ＧＭは、センター内での火災、森林火災に備え、火災対応手順を「自衛

消防隊火災対応手順（別紙６）」を定め、維持・管理を行う。火災対応手順には、以

下の内容を含め、防災安全部長（自衛消防隊長）は、火災対応手順に基づき、消火

活動を行う。 

・火災発生現場の確認 

・現場指揮本部設置位置等 

・消火要員が使用する消防用設備の配置 

・動力消防ポンプを用いた消火活動 

・外部火災（森林火災）時の事前放水 

・モニタリングポストが外部火災の影響を受けた場合の代替計測 

 

28 なお，外部火災の影響が敷地境界を越える場合は，

自衛消防隊が動力消防ポンプを用いて貯蔵建屋の

外壁及び防火帯内設置設備に事前放水することと

し，その手順の整備を保安規定に定め，運用する。 

 

添付 7-1-1 3.1(8) 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－24 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

a) 消火活動 

各ＧＭは，火災発生現場の確認，自衛消防隊への連絡及び

消火器を用いた消火活動を実施する。 

 

29 使用済燃料貯蔵施設における火災発生時には，自

衛消防隊を設置し，消火活動を行う。また，火災発生

時の消火活動に関する教育及び自衛消防隊による

総合的な訓練を定期的に実施する。 

 

別添Ⅰ1 1.8.3(2) 

［①-154］ 

（火災発生時の体制の整備） 

第１６条 防災安全ＧＭは，火災が発生した場合（以下「火災発生

時」という。）における使用済燃料貯蔵施設の保全のための活動※

１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，防災安

全部長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火災，火山

影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係

る実施基準」に従い策定する。 

(3) 火災発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のための活動

を行う要員に対する教育訓練に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における使用済燃

料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

を整備し，活動を行う。 

 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準 

１．５ 手順書の整備 

(1) 防災安全ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設全体を対象とした火災

防護対策を実施するために定めるマニュアルに以下の項目を含

める。 

b) 使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよ

う，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の

影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策 

c) 外部事象防護施設を外部火災から防護するための運用等 

(2) 防災安全ＧＭは，火災発生時における使用済燃料貯蔵施設の

保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

a) 消火活動 

各ＧＭは，火災発生現場の確認，自衛消防隊への連絡及び

消火器を用いた消火活動を実施する。 

１．３ 教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定

期的に実施する。 

(1) 火災防護教育 

センター員に対して，以下の教育を実施する。 

a) 使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよ

う，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策に関する教育 

b) 外部事象防護施設を外部火災から防護するために必要な以

下の教育 

ⅰ．外部火災発生時の事前放水に関する教育 

[Q-2-F1 火災防護マニュアル] 

１０．１消火活動の体制 

（７）自衛消防隊の招集、自衛消防隊本部の設置 

防災安全部長は、火災発生時に構内放送設備又は緊急体制連絡表を用いた連

絡により自衛消防隊を招集し、事務建屋の大会議室（事務建屋が火災の場合は、高

台の予備緊急時対策所）に自衛消防隊の本部を設置する。また、火災発生時に火

災発生付近の建物入口等に設置する現場指揮所を設置するよう、火災現場の指揮

を執る自衛消防隊副隊長（防災安全ＧＭ）に指示する。 

なお、火災発生時に災害対策本部が設置された場合は、自衛消防隊は災害対策

本部の組織となり活動する。 

 

１０．３火災発生時の対応」に記載 

 防災安全ＧＭは、センター内での火災、森林火災に備え、火災対応手順を「自衛

消防隊火災対応手順（別紙６）」を定め、維持・管理を行う。火災対応手順には、以

下の内容を含め、防災安全部長（自衛消防隊長）は、火災対応手順に基づき、消火

活動を行う。 

・火災発生現場の確認 

・現場指揮本部設置位置等 

・消火要員が使用する消防用設備の配置 

・動力消防ポンプを用いた消火活動 

・外部火災（森林火災）時の事前放水 

・モニタリングポストが外部火災の影響を受けた場合の代替計測 

 

１３．１  センターの社員に対する教育 

防災安全ＧＭは、センターの社員に対し、火災防護教育として以下の内容を定期

的（１回／年）に実施し、実施記録「火災防護教育実施記録（様式５）」を作成する。 

・ センターの消防計画に関すること。 

・ 使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないための、火災の発生

防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策に関すること。 

・ 外部事象防護施設を外部火災から防護するための、外部火災発生時の事前

放水、防火帯に関すること。 

１３．２ 自衛消防隊に対する訓練 

防災安全ＧＭは、自衛消防隊に対し、火災防護の対応に関する以下の教育訓練

を定期的に実施する。 

（１）自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して、火災発生時における消火活動等（消火、通報、避難誘導

等）に関する総合的な訓練を定期的（１回／年）に実施し、実施結果「総合訓練実

施記録（様式６）」を作成する。なお、センターの消防計画に定める総合訓練と兼ね

ることができる。 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－25 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

ⅱ．森林火災から外部事象防護施設を防護するための防火帯

に関する教育 

(2) 自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して，火災発生時における消火活動等に関す

る総合的な訓練を実施する。 

(3) 初期消火訓練 

初期消火要員に対して，火災発生時における初期消火活動に

関する訓練を実施する。 

 

（２）初期消火訓練 

自衛消防隊の初期消火要員（警備員）に対して、火災発生時における初期消火

活動に関する訓練、外部火災発生時の事前放水に関する訓練を定期的（１回年）

に実施し、実施結果「初期消火訓練（初期消火要員）実施記録（様式７）」を作成す

る。 

（３）自衛消防隊の応援要員への訓練 

自衛消防隊の応援要員に対して、火災発生時における動力消防ポンプを用い

た初期消火活動に関する訓練を定期的（１回／全応援要員／年）に実施し、実施

結果「自衛消防隊応援要員訓練実施結果（様式８）」を作成する。 

 

 津波    

30 上記の電気設備，通信連絡設備，代替計測用計測

器，放射線サーベイ機器は，仮想的大規模津波の津

波高さ T.P.＋23ｍより標高の高い敷地南側高台又

は敷地南東側高台の活動拠点に配備する。 

 

別添Ⅰ1 1.6.3 

［①-33］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

４．津波 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波襲来時に使用する資機材を高台の活動拠点に配

備する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

別添 自然現象対応手順 

２．対応手順 

１－２ 資機材の配備 

各ＧＭは，資機材管理要領に基づき，各自然現象に対応するための資機材を

配備する。 

31 なお，使用済燃料貯蔵施設の浸水を想定した活動に

必要な対策や体制を整備することを保安規定に定

め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.6.3 （その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１８条 技術ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設内においてその他自然

災害（「地震，津波，竜巻及び積雪等」をいう。以下，本条におい

て同じ。）が発生した場合における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定

し，技術安全部長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火

災，火山影響等，その他自然災害発生時の対応及び火山活動のモ

ニタリングに係る実施基準」に従い策定する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

１．共通事項 

１－１ 教育訓練 

１－２ 資機材の配備 

１－３ 定期的な評価 

１－４ 災害の未然防止措置 

１－５ その他関連する活動 

２．対応手順 

２－１ 火山影響等，積雪対応手順 

２－２ 地震対応手順 

２－３ 津波対応手順 

２－４ 竜巻対応手順 

２－５ 火山活動のモニタリング等対応手順 

 

32 以上を踏まえ，所定の遮蔽機能の回復に必要な対

策や体制を整備することを保安規定に定め，運用す

る。 

 

別添Ⅰ1 1.6.5 添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

４．津波 

４．４ 手順書の整備 

(6) 基本的安全機能の回復 

各ＧＭは，津波の襲来により，使用済燃料貯蔵施設の基本的

安全機能が維持できない場合，適切な期間において当該機能を

回復する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２．対応手順 

２－３ 津波対応手順 

（２）津波襲来時の対応手順 

・添付にて損傷した金属キャスクの修理手順を示す。 

33 なお，貯蔵施設の浸水を想定した活動に必要な対策

や体制を整備することを保安規定に定め，運用す

る。 

 

添付 6-1-1 2.1 （その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１８条 技術ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設内においてその他自然

災害（「地震，津波，竜巻及び積雪等」をいう。以下，本条におい

て同じ。）が発生した場合における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

１．共通事項 

１－１ 教育訓練 

１－２ 資機材の配備 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－26 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

めの活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定

し，技術安全部長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火

災，火山影響等，その他自然災害発生時の対応及び火山活動のモ

ニタリングに係る実施基準」に従い策定する。 

 

１－３ 定期的な評価 

１－４ 災害の未然防止措置 

１－５ その他関連する活動 

２．対応手順 

２－１ 火山影響等，積雪対応手順 

２－２ 地震対応手順 

２－３ 津波対応手順 

２－４ 竜巻対応手順 

２－５ 火山活動のモニタリング等対応手順 

 

34 また，設計上の考慮を必要とする自然現象の影響を

考慮し，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能の

継続的確認に必要な代替計測の手順について，保

安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1 添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

４．津波 

４．４ 手順書の整備 

(4) 代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，使用済燃料貯蔵施設の監視機

能が喪失した場合を考慮して，代替設備により必要な監視機能

を確保する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２．対応手順 

２－３ 津波対応手順 

・添付にて蓋間圧力，キャスク表面温度及び貯蔵建屋給排気温度の代替測定手

順を示す。 

・添付にてモニタリングポスト及び貯蔵建屋内エリアモニタの代替計測手順を示

す。 

35 基本的安全機能が確保されていることを監視できなく

なった場合に備え，代わりに監視を行うための代替計

測用計測器を保有する。 

 

別添Ⅰ2 2.3(2)a. 

［①-194］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

４．津波 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波襲来時に使用する資機材を高台の活動拠点に配

備する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２．対応手順 

１－２ 資機材の配備 

各ＧＭは，資機材管理要領に基づき，各自然現象に対応するための資機材を

配備する。 

36 使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が確保され

ていることを監視できなくなった場合に備え，代わりに

監視を行うために必要な代替計測用計測器を保有す

る。監視ができなくなった場合には，代替計測用計測

器の準備が整い次第，監視を行う。 

 

別添Ⅰ2 2.3 (2)f. 

［①-195］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

４．津波 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波襲来時に使用する資機材を高台の活動拠点に配

備する。 

(4) 代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，使用済燃料貯蔵施設の監視機

能が喪失した場合を考慮して，代替設備により必要な監視機能

を確保する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２．対応手順 

１－２ 資機材の配備 

各ＧＭは，資機材管理要領に基づき，各自然現象に対応するための資機材を

配備する。 

２－３ 津波対応手順 

・添付にて蓋間圧力，キャスク表面温度及び貯蔵建屋給排気温度の代替測定手

順を示す。 

・添付にてモニタリングポスト及び貯蔵建屋内エリアモニタの代替計測手順を示す。 

37 代替計測に使用する放射線サーベイ機器は，貯蔵建

屋と津波による影響を受けない南側高台の資機材保

管庫に保管する。津波襲来後には，南側高台の資機

材保管庫に保管する放射線サーベイ機器を用いて，

リサイクル燃料備蓄センター内の放射線管理を行う。 

 

別添Ⅰ2 2.5(2)b. 

［① -198］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

 

（第１６条，第１７条，第１８条及び第１９条 関連） 

 
４．津波 

４．４ 手順書の整備 

各ＧＭは，津波襲来時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

津波対応編 

モニタリングポスト及び貯蔵建屋内エリアモニタの代替計測 

 

（１）代替計測 

環境・放射線管理 GM（原子力防災組織が発足している場合は技術班）は、地

震、津波等の自然災害発生時等により、モニタリングポスト又はエリアモニタが使用

できなくなった場合は、人身安全を確保の上、モニタリングポストの場合はモニタリン



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－27 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活動を実

施することをマニュアルに定める。 

(4) 代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，使用済燃料貯蔵施設の監視機

能が喪失した場合を考慮して，代替設備により必要な監視機能

を確保する。 

 

グポスト所在地２点、エリアモニタの場合は貯蔵建屋内７点を、それぞれの機能が復

旧するまで、放射線サーベイ機器により毎日 1 回以上測定する。 

貯蔵建屋の代替計測測定ポイントを図１に示す。 

（２）追加の放射線測定 

環境・放射線管理 GM（原子力防災組織が発足している場合は技術班）は、地

震、津波等の自然災害発生時等により、上記（１）代替計測以外の追加の放射線測

定が必要な場合は、状況に応じた測定箇所、測定方法、測定頻度及び保護衣・保

護具を選定し、個人線量計を着用した上で、放射線測定を実施する。その際に、線

量率が最大になると想定される箇所を測定箇所に含める（例：津波襲来時における

敷地北側付近）。 

          

図１ 貯蔵建屋の代替計測測定ポイント 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

津波対応編 

 

４． 資機材の配備 

（３）環境・放射線管理 GM は，津波襲来に備え次のとおり資機材を配備する。 

 
 

 竜巻    

38 外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン車）

を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材につ

いては飛散防止措置として，車両については固縛又

は車両退避の措置を実施すること，並びに，大型の

資機材については固縛又は固定の措置を実施する

ことを保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1（１）a 

別添Ⅰ1 1.7.1.1 

添付 7-1-1 3.1(2) 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１８条 技術ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設内においてその他自然災害

（「地震，津波，竜巻及び積雪等」をいう。以下，本条において同じ。）

が発生した場合における使用済燃料貯蔵施設の保全のための活動※１

を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，技術安全部

長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火災，火山影響等，そ

の他自然災害発生時の対応及び火山活動のモニタリングに係る実施

基準」に従い策定する。 

(1) その他自然災害発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２－４ 竜巻対応手順 

（１）構内における屋外仮設物の設置時の対応 

ａ．飛散評価 

（ａ）各ＧＭは、所管する工事等により、屋外に仮設物を設置する場合は、当該物

品について、あらかじめ竜巻飛散影響評価ツール（TONBOS）等により、設計竜

巻風速 100m/s を入力条件として、飛散評価を実施し、結果を技術ＧＭへ通知

する。 

（ｂ）技術ＧＭは、各ＧＭが実施した飛散評価が正しく実施されていることを確認す

る。 

39 外部事象防護施設が基本的安全機能を損なわない

よう，施設の設置状況等を考慮して影響評価を実施

し，外部事象防護施設が基本的安全機能を損なうお

別添Ⅰ1 1.7.1.1 

［①-75］ 

資機材名称 個数 配備場所 備考 

    

    

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－28 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

それがある場合は，影響に応じた防護措置その他の

適切な措置を講じる設計とする。 

 

(2) その他自然災害発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

(3) その他自然災害発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時における使

用済燃料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び

手順を整備し，活動を行う。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項に定める事

項について定期的に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措

置を講じ，技術ＧＭに報告する。技術ＧＭは，第１項に定める事項に

ついて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置

を講じる。 

４．各ＧＭは，その他自然災害発生により，使用済燃料貯蔵施設の保安

に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，センター長，

取扱主任者及び関係ＧＭに連絡するとともにその対応について協議

する。 

５．各部長は，その他自然災害に係る新たな知見等の収集，反映等を実

施する。 

 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 

 

（添付１ 実施基準） 

５．４ 手順書の整備 

技術ＧＭは，竜巻発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活動を実施す

ることをマニュアルに定める。 

(1) 飛来物管理の手順 

各ＧＭは，衝突時に貯蔵建屋に与えるエネルギー及び貫通力が

設計飛来物※１よりも大きなものについて，設置場所等に応じて固

縛，固定又は貯蔵建屋からの離隔により飛来物とならない管理を実

施する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 

飛来物の種類 鋼製材 ワゴン車 

寸法（ｍ） 
長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×高さ 

5.4×1.9×2.3 

質量（kg） 135 1,970 

  

(2) 竜巻の襲来が予想される場合の対応 

a) 各ＧＭは，車両に関して停車している場所に応じて退避又は固

縛することにより飛来物とならない管理を実施する。 

b) 各ＧＭは，使用済燃料を収納した金属キャスクの取扱い作業及

び屋外におけるクレーン作業を中止する。 

c) 貯蔵ＧＭは，貯蔵建屋の外側遮蔽扉の閉止状態を確認する。 

(3) 竜巻発生時の使用済燃料貯蔵施設への影響確認 

各ＧＭは，リサイクル燃料備蓄センター敷地内に竜巻が発生した

 

ｂ．飛散防止措置 

各ＧＭは、飛散評価の結果、屋外仮設物が飛来物となる場合、衝突時に貯蔵

建屋に与える影響（運動エネルギ及び貫通力（裏面剥離限界厚さ））が設計飛来

物（下表参照）よりも大きなものについて、設置場所等に応じ、固縛もしくは固定に

より飛来物とならないよう、飛散防止措置を実施する。 

なお、RFS 業務車両を除く他車両については、正門北駐車場への駐車（貯蔵

建屋からの離隔）を基本とする。ただし、作業等により入構せざるを得ない場合

は、RFS からの避難指示により、速やかに正門北駐車場へ退避できることを条件と

する。 

表 設計飛来物の主要諸元 

 鋼製材 ワゴン車 

寸法（ｍ） 
長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×高さ 

5.4×1.9×2.3 

質量（kg） 135 1,970 

運動エネルギ(kNm) 180 2,800 

裏面剥離限界厚さ(cm) 40 47 

  
 

（２）竜巻の襲来が予想される場合の対応 

ａ．各ＧＭは、構内に停車している車両の場所に応じて退避又は固縛することによ

り飛散防止措置を実施する。 

ｂ．保全ＧＭは、使用済燃料を収納した金属キャスクの取り扱い作業を中止する。 

ｃ．貯蔵ＧＭは、貯蔵建屋の外側遮蔽扉の閉止状態を確認する。 

 

 

40 なお，外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴ

ン車）を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材

については飛散防止措置として，車両については固

縛又は車両退避の措置を実施すること，並びに，大

型の資機材については固縛又は固定の措置を実施

することを保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.1 

41 外部事象防護施設に対して設計飛来物（ワゴン車）

を超える影響を及ぼす車両及び大型の資機材につ

いては飛散防止措置として，車両については固縛又

は車両退避の措置を実施すること，並びに，大型の

資機材については固縛又は固定の措置を実施する

ことを保安規定に定め，運用する。 

 

添付 7-1-1 3.1(2) 

42 貯蔵建屋へ影響を及ぼす車両及び大型の資機材に

ついては，飛散防止措置として，固縛，固定又は

退避を実施する。 

具体的には，設計飛来物（ワゴン車）を超える大

きさの車両については，固縛又は車両退避を実施

し，また，大型の資機材について固縛，固定の措

置の措置を実施する。 

添付 7-2-2 4.(1)a. 

43 飛来物に関する現地調査の結果をもとに算出した

飛散距離，飛散高さ等の結果から，貯蔵建屋に衝

突し，外部事象防護施設の基本的安全機能に影響

を及ぼす可能性がある場合には，固縛等の飛散防

止対策を実施することとする。 

 

添付 7-2-3 3.3 

44 ５．保安規定における竜巻襲来時の運用に関する

記載について 

竜巻襲来を前提とした，飛散防止措置（固定，

固縛等）に加え，開口部となり得る扉の閉止状

態の確認について，保安規定（ＱＭＳマニュア

ル含む）にて記載し，運用することとする。 

コメント回答

0209-93，0209-95 

改訂 02 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－29 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

場合は，事象収束後，使用済燃料貯蔵施設の損傷の有無を確認

するとともに，その結果をセンター長及び取扱主任者に報告する。 

 

 除雪除灰    

45 また，降下火砕物の除去を実施すること及び降下火

砕物により長期的な腐食の影響が生じないよう，金

属キャスク及び貯蔵建屋の点検を実施すること，並

びに，金属キャスクに付着した降下火砕物の分析を

実施することを保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1（１）b （火山影響等発生時の体制の整備） 

第１７条 技術ＧＭは，火山現象による影響が発生するおそれがある場

合又は発生した場合（以下「火山影響等発生時」という。）における使

用済燃料貯蔵施設の保全のための活動※１を行う体制の整備として，

次の各号を含む計画を策定し，技術安全部長の承認を得る。また，計

画は，添付１に示す「火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火

山活動のモニタリングに係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 火山影響等発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

(2) 火山影響等発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のための

活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

(3) 火山影響等発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全のための

活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火山影響等発生時における使用済

燃料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

を整備し，活動を行う。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項に定める事

項について定期的に評価するとともに，評価の結果に基づき必要な措

置を講じ，技術ＧＭに報告する。技術ＧＭは，第１項に定める事項に

ついて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置

を講じる。 

４．各ＧＭは，火山現象の影響により，使用済燃料貯蔵施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，技術安全部長に

報告する。技術安全部長は，センター長，取扱主任者及び関係ＧＭに

連絡するとともにその対応について協議する。 

５．土木・建築ＧＭは，火山現象に係る新たな知見等の収集，反映等を

実施する。 

 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下，本条において同

じ。）。 

 

（添付１ 実施基準） 

２．火山影響等，積雪 

技術ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における使用済燃料貯

蔵施設の保全のための活動を行う体制の整備として，次の２．１項から

２．４項を含む計画を策定し，技術安全部長の承認を得る。また，各Ｇ

Ｍは，計画に基づき，火山影響等及び積雪発生時における使用済燃

料貯蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の

整備を実施する。 

 

２．４ 手順書の整備 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順] 

２．対応手順 

２－１ 火山影響等，積雪対応手順 

（１）管理基準値 

ａ．降下火砕物 

地質調査・文献により事業所近傍で確認された降下火砕物の層厚に加え、

将来の活動性が否定できない当社事業所近傍の主要テフラを対象に降下火

砕物シミュレーションした結果を踏まえ、当社敷地における降下火砕物の層厚

は、シミュレーションの最大値 30cm（恐山：宮後テフラ）を管理基準値とする。 

ｂ．積雪 

最寄りの気象観測所の観測記録（2012 年まで）の積雪の深さの月最大値（む

つ特別地域気象観測所：170cm（1977 年 2 月 15 日）、函館海洋気象台：91cm

（2012 年 2 月 27 日））であり、これらのうち、最大値である 170cm を管理基準値

とする。 

 

（２）貯蔵建屋に堆積した降下火砕物の除去作業 

各ＧＭは、降下火砕物の堆積が確認された場合は、除灰する。除灰対応フロ

ーは以下のとおり。 

（当社事業所への降下火砕物の堆積にはある程度の時間を要すると想定され

るが、管理基準値が 30cm であることを踏まえ、除去開始層厚は設定せず、

噴火後、準備が整いしだい除灰を開始する。） 

 
 

（３）貯蔵建屋に堆積した積雪の除雪作業 

各ＧＭは、40cm を超える積雪があり、かつ、60cm に到達する恐れがある場合

は、積雪を除去する。除雪対応フローは以下のとおり。 

（過去の観測記録より、むつ市における過去最大の積雪は 92cm/日（気象庁

HP より）であったことから、除雪せずに 1 日放置しても管理基準値相当となる

ような積雪深に加え、除雪の準備に掛かる時間分（6 時間と仮定、その間

46 なお，降下火砕物の除去を実施することを保安規定

に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.2（２）

a.(a)ⅱ. 

47 なお，降下火砕物により長期的な腐食の影響が生じ

ないよう，金属キャスク及び貯蔵建屋の点検及び金

属キャスクに付着した降下火砕物の分析の実施を保

安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.2（２）

a.(e) 

48 降下火砕物の除去を実施すること及び降下火砕物

により長期的な腐食の影響が生じないよう，金属キャ

スク点検を実施すること，並びに，金属キャスクに付

着した降下火砕物の分析を実施することについて

は，保安規定に定め，運用する。 

 

添付 7-1-1 3.1(7) 

49 また，積雪に対しては，あらかじめ手順を定め，除雪

を行うことを保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1（１）ｆ 

50 また，積雪に対しては，あらかじめ手順を定め，除雪

を行うことを保安規定に定め，運用する。 

 

添 付 7 － 1 － 1 

3.1(5) 

START

除灰実施※２

噴火の兆候が確認されて

いるか

YES

※１ 恐山モニタリング装置にて監視するとともに、除灰体制の準備について検討を開始する。

※２ 除灰要員および除灰用具等の準備が整いしだい除灰を開始する。

NO

監視強化※１

噴火の有無
無

有



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－30 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

技術ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における使用済燃料貯

蔵施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，以

下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

(1) 貯蔵建屋に堆積した降下火砕物及び積雪の除去作業 

各ＧＭは，降下火砕物の堆積又は積雪が確認された場合は，貯

蔵建屋に悪影響を及ぼさないよう降下火砕物及び積雪を除去す

る。 

(2) 金属キャスクに付着した降下火砕物の除去作業 

降下火砕物の付着が確認された場合は，付着した降下火砕物を

除去する。 

(3) 降灰時の使用済燃料貯蔵施設への影響確認 

各ＧＭは，降灰が確認された場合には，貯蔵施設への影響を確

認するための点検を実施し，その結果をセンター長及び取扱主任

者に報告する。 

 

６．３ 手順書の整備 

土木・建築ＧＭは，火山活動のモニタリングのための活動を行うため

に必要な体制の整備として，以下の活動を実施することをマニュアル

に定める。 

(5) 土木・建築ＧＭは，降灰後，噴火の規模がどのように変化していく

かを降下火砕物の分析により調査し，その結果を評価する。 

 

20cm 積雪）を考慮し、除雪開始積雪深として設定） 

 

（４）降灰時の貯蔵施設への影響確認 

各ＧＭは、降灰が確認された場合には、貯蔵施設への影響を確認するための

点検を実施し、その結果をセンター長及び使用済燃料取扱主任者に報告する。 

 

［Q-3-EM1-1-2 火山モニタリング要領］ 

７．業務フロー 

 (5) 降灰後の評価 

土木・建築ＧＭは、降灰後、噴火の規模がどのように変化していくかを降下火

砕物の分析により調査し、その結果を評価する。 

 

 火山モニタリング    

51 さらに，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得

られた場合に評価すること，並びに，火山モニタリン

グ観測データに有意な変化があった場合の対応につ

いても，保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1（１）b （火山活動のモニタリング等の体制の整備） 

第１９条 土木・建築ＧＭは，火山影響評価の根拠が維持されて

いることを継続的に確認することを目的に火山活動モニタリ

ングを行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，

貯蔵保全部長の承認を得る。また，計画は，添付１に示す「火

災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモニタリ

ング等に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要

な要員の配置に関すること 

(2) 火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対す

る教育訓練に関すること 

２．土木・建築ＧＭは，前項の計画に基づき，火山活動のモニタ

［Q-3-EM1-1-2 火山モニタリング要領］ 

別紙－1 

5. 臨時の評価及び対応（注意時及び警戒時） 

下記①，②(Ａ)，(Ｂ)の３つの状態の変化のうち，いずれか１つの事象が認められた

場合には，直ちに火山活動評価委員会を緊急招集し，火山専門家の助言を得なが

ら，モニタリングの強化などの対応方針について協議・判断し，必要な措置を講ずる

ものとする。評価及び対応のフローは，添付－１参照のこと。 

なお，上記判断基準は今後のデータの蓄積や火山専門家との協議を踏まえ，継

続的な改善をしていくものとする。 

①地震活動の観測 

地震観測については，半径５km 圏内の地震発生回数が１０回／月を超えた場合

に状態の変化があったと判断する。 

52 なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得ら

れた場合に評価すること，並びに，火山モニタリング

観測データに有意な変化があった場合の対応につい

て，保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1.2 

53 さらに，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得

られた場合に評価すること，並びに，火山モニタリン

添付 7-1-1 3.1(7) 

START

除雪実施※３※４

監視の結果、積雪深が

40cmを超過しているか

監視の結果、積雪深が

60cmを超過するおそれ

があるか

NO

YES

YES

※１ 竜巻体制判断支援情報システムの積雪深情報に加え、目視等で監視する。

※２ ※１に加え、除雪体制の準備について検討を開始する。

※３ 原則、対象範囲の積雪を全て除雪する。

※４ 建築基準法等において多雪地域は積雪初終間日数の平年値が30日以上の

地域とされており、それが短期または長期荷重の境目であることから、

保守性を考慮し、除雪開始後30日以内（短期荷重）で除雪を完了させる。

NO

監視強化※２

降雪している状況か

経過観察※１

NO

YES



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－31 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

グ観測データに有意な変化があった場合の対応につ

いても，保安規定に定め，運用する。 

 

リングのための活動を行うために必要な体制及び手順を整備

し，活動を行う。 

３．土木・建築ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第

２項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準 

 

６．３ 手順書の整備 

土木・建築ＧＭは，火山活動のモニタリングのための活動を行

うために必要な体制の整備として，以下の活動を実施することを

マニュアルに定める。 

(1) 土木・建築ＧＭは，対象火山に対して火山活動のモニタリン

グを実施し，火山専門家の助言を得た上で，１年に１回，評価

を行い，その結果を貯蔵保全部長へ報告し，貯蔵保全部長はセ

ンター長へ報告する。 

(2) 土木・建築ＧＭは，観測データに有意な変化があった場合，

火山専門家の助言を得た上で，その結果を貯蔵保全部長に報告

し，貯蔵保全部長はセンター長へ報告する。 

(3) 土木・建築ＧＭは，火山活動のモニタリングのための活動を

実施する。火山活動のモニタリングのための活動の手順には，

以下を含める。 

a) 対象火山の選定 

b) 対象火山の状態（噴火状況や観測状況）に応じた監視レベ

ルの設定 

c) 評価方法（手法の選択，観測・調査データの充実，信頼性

の確保） 

d) 定期的な評価及び対応（平常時） 

e) 臨時の評価及び対応（注意時及び警戒時） 

f) 公的機関への評価結果の報告 

g) 新たな知見及び観測データの蓄積を反映した観測手法，判

断基準等の見直し 

 

②地殻変動の観測 

(A)地殻変動のうち基線長については，観測記録が２測線同時に一週間連続で監

視基準値を超えた場合に状態の変化があったと判断する。 

(B)一方，比高については観測記録の７日移動平均が２測線同時に一週間連続で

監視基準値を超えた場合に状態の変化があったと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 1 にて，「土木・建築ＧＭは，火山新知見に係わる文献調査を実施する。」 

 

 

 航空機落下    

54 なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評

価に用いる最新データの変更状況を確認し，防護措

置の要否を判断することについて，保安規定に定

め，運用する。 

 

別添Ⅰ1 1.7.1 第１８条 （その他自然災害発生時等の体制の整備） 

８．技術ＧＭは，定期的に使用済燃料貯蔵施設周辺の航空路の変更状

況を確認し，確認結果に基づき防護措置の要否を判断する。防護措

置が必要と判断された場合は，関係箇所へ防護措置の検討依頼を行

う。また，関係箇所の対応が完了したことを確認する。 

 

[]Q-3-G3-1 航空路等確認要領 

７．航空路誌の確認 

技術ＧＭは、１か月に１回航空路誌を確認し、エンルートチャート等に変更がない

ことを確認する。具体的な確認方法を添付１及び添付２に示す。 

なお、変更があった場合には、「８．航空機落下確率の評価」に基づき、航空機落

下確率の再評価を行う。 

 

55 なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評

価に用いる最新データの変更状況を確認し，防護措

置の要否を判断することについて，保安規定に定

め，運用する。 

 

添付 7－1－1 3.2 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－32 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

 

 電気設備（電源車等）    

56 電源車は，点検等で使用できなくなる期間があること

から，予備を保有する。電源車は津波による浸水を避

けるために南側高台に配置するとともに，移動電源車

接続箱が設置されている受変電施設東側に配置す

る。点検等によりリサイクル燃料備蓄センター内の電

源車が 1 台となる場合には南側高台に配置し，外部

電源が喪失した際には，受変電施設東側に移動す

る。配置に際し，電源車は，竜巻により飛来物となるこ

とを防止するために固縛を行う。 

 

別添Ⅰ2  2.7 c. 

［①-227］ 

添付１ 火災，火山影響等，その他自然災害対応及び 

火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

 

４．津波 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波襲来時に使用する資機材を高台の活動拠点に配

備する。 

 

５．竜巻 

５．４ 手順書の整備 

技術ＧＭは，竜巻発生時における使用済燃料貯蔵施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活動を

実施することをマニュアルに定める。 

(1) 飛来物管理の手順 

各ＧＭは，衝突時に貯蔵建屋に与えるエネルギー及び貫通力

が設計飛来物※１よりも大きなものについて，設置場所等に応じ

て固縛，固定又は貯蔵建屋からの離隔により飛来物とならない

管理を実施する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 

飛来物の種類 鋼製材 ワゴン車 

寸法（ｍ） 
長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×高さ 

5.4×1.9×2.3 

質量（kg） 135 1,970 

 

(2) 竜巻の襲来が予想される場合の対応 

a) 各ＧＭは，車両に関して停車している場所に応じて退避又

は固縛することにより飛来物とならない管理を実施する。 

b) 各ＧＭは，使用済燃料を収納した金属キャスクの取扱い作

業及び屋外におけるクレーン作業を中止する。 

c) 貯蔵ＧＭは，貯蔵建屋の外側遮蔽扉の閉止状態を確認する。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 

57 無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源

喪失が発生した場合，電源車から無停電電源装置

に給電すること，また，電源車から給電する際には，

電源車の過負荷を防止するために，不要な負荷の

切り離しや共用無停電電源装置の入力回路の変更

を行うことを保安規定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.7 c. （外部電源喪失時の対応） 

第２８条 貯蔵ＧＭは，外部電源喪失が発生した場合，無停電電源

装置からの給電が継続していることを確認する。無停電電源装置

の給電可能時間を超える外部電源喪失が発生した場合は，電源車

等から無停電電源装置に給電を行う。なお，無停電電源装置の点

検時等には，電源車等から直接給電を行う。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 

58 スペースヒータには無停電電源装置から給電されな

いが，外部電源喪失時には気温を確認し，必要に応

じ電源車から給電を行う。 

 

添付 14-1  3.2 

［①-203］ 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第４５条 環境・放射線管理ＧＭは，管理区域内，事業所内の管理区域

以外の人が立ち入る場所，周辺監視区域境界付近（周辺監視区域境

界付近の測定場所は図４５に定める。）及び第３８条第１項(2)の区域内

[Q-2-R1-2 放射線管理マニュアル 別冊-2 放射線管理区域管理] 

１０．線量・汚染状況の管理 

（２）管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

a. 環境・放射線管理ＧＭは、「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－33 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

59 空調機（エアコン）は無停電電源装置から給電されな

いが，外部電源喪失時には気温を確認し，必要に応

じ電源車から給電を行う。 

 

添付 14-2  3.2 

［①-203］ 

に設定した汚染のおそれのない管理区域内において表４５－１及び表

４５－２（第３８条第１項(2)に定める区域内に設定した汚染のおそれの

ない管理区域内に限る。）に定める測定項目について，同表に定める

頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない措置を講じた管理区域に

ついては，この限りでない。 

２．環境・放射線管理ＧＭは，第１項の測定により異常が認められた場合

は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

 

表４５－１ 

場   所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

１．管理区域

内※１ 

外部放射線に係る線量

当量率※２ 

毎日貯蔵中に

１回 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

空気中の放射性物質濃

度※３ 
１週間に１回 

表面汚染密度※３ １週間に１回 

２．周辺監視

区 域 境 界

付近 

空気吸収線量※４ ３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※５ 常時 

中性子線量当量率※６ 常時 

外部放射線に係る線量

当量 
１週間に１回 

３．事業所内

の 管 理 区

域 以 外 の

人が立ち入

る場所 

外部放射線に係る線量

当量 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について

測定 

※２：エリアモニタにおいて測定する項目 

※３：汚染のおそれのない管理区域は，測定を省略することができる。 

※４：モニタリングポイントにおいて測定する項目 

※５：モニタリングポストにおいて測定する項目 

※６：東側周辺監視区域境界付近のモニタリングポストにおいてのみ

測定する項目 

 

表４５－２ 

場  所 測 定 項 目 測 定 頻 度 

汚染のおそれ

のない管理区

域内 

表面汚染密度 

１週間に１回 

（汚染のおそれのない

管理区域が設定され

ている期間） 

 

率等の測定」（別表 11）に定める測定項目について同表に示す測定頻度、測定方

法、使用放射線計測器に基づき測定を実施する。 

b. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定結果を記録する。各測定で使用する様式

は「管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定」（別表 11）に

示す。 

c. 環境・放射線管理ＧＭは、管理区域内線量当量率の測定の結果を管理区域に立

入る者の見やすい場所に掲示する。 

d. 環境・放射線管理ＧＭは、放射線測定により汚染が確認された場合には、

「Q-2-R1-1 放射線作業管理 ８．１ 汚染発生時の措置」に基づき除染等の措置

を講ずる。 

e. 環境・放射線管理ＧＭは、本項の測定において「管理区域の区域区分に係る値」

（別表２）で定める管理目標値を超えた場合には、直ちにその変動要因を調査し、

「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録し、「Q-2-N1 不適合等管理マニュアル」に

従い処理を行う。 

f. 環境・放射線管理ＧＭは、測定結果に以下の異常を認めた場合については、上記

対応に加え、「Q-2-N1-1 トラブル等報告・公表」に従い処理を行う。 

・管理区域内の線量当量率が、線量１区域又は線量２区域において１mSv/h を超え

る場合 

・管理区域内の空気中放射性物質濃度がＢ区域において 1×10-3Bq/cm3 を超える

場合 

・管理区域内の表面汚染密度がＢ区域において 40Bq/cm2 を超える場合 

・管理区域外において「管理区域に係る値」（別表１）を超える場合 

 

別表 11 管理区域内及び境界の外部放射線に係る線量当量率等の測定 

 

・環境・放射線管理ＧＭは、区域区分に適合しない等の変動原因を調査した場合は

その結果を「変動サーベイ記録」（様式１４）に記録する。 

・管理区域内線量当量率の測定については、測定結果を見やすい場所に掲示する

等の方法により、管理区域に立入る者に周知する。 

※１：Ａ区域における測定頻度 

※２：Ｂ区域における測定頻度 

種類 場所 測定項目 測定頻度 測定方法 使用放射線計測器 

日
常
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

管
理
区
域
内 

外部放射線に係る線量当量率 毎日貯蔵中に 1 回 エリアモニタリング設備 エリアモニタ（γ線、中性子線） 

外部放射線に係る線量当量 1 週間に 1 回 積算線量計 積算線量計測定装置 

空気中の放射性物質濃度 
3 ヶ月に１回※１、３ 

1 週間に 1 回※２ 
ろ紙による集塵 汚染密度測定用サーベイメータ 

表面汚染密度 １週間に１回※３ スミヤ法 試料放射能計測装置又は汚染密度測定用サーベイメータ

管
理
区
境
界 

外部放射線に係る線量当量 3 ヶ月に 1 回 積算線量計 積算線量計測定装置 

管理区域境界線量当量率 1 週間に 1 回 線量当量率サーベイメータ 
NaI シンチレーションサーベイメータ、

ータ、中性子サーベイメータ 

事
業
所
内
の
管
理
区

域
以
外
の
人
が
立
ち

入
る
場
所 

外部放射線に係る線量当量率 1 週間に 1 回 線量当量率サーベイメータ NaI シンチレーションサーベイメータ 

空気吸収線量 3 ヶ月に 1 回 積算線量計 積算線量計測定装置 

管理区域内における測定記録 ― 
管理区域内における「外部放射線に係る線量当量率」、「外部放射線に係る線量当量」

射性物質濃度」及び「表面汚染密度」の測定結果について集約する。 

追
加
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）以外から換

気を行う場合の空気中放射性物質濃度 
必要時 ろ紙による集塵 汚染密度測定用サーベイメータ 

定点モニタリングの場所、測定項目に準じる。 別途環境・放射線管理ＧＭが定める 

作業モニ

タリング 

管理区域内の線量当量率、表面汚染密度、空気中放

射性物質濃度の測定 
「Q-2-R1-1 放射線作業管理」に従う。 

特殊モニ

タリング 
変動原因の調査に必要な場所、測定項目 

日常モニタリングにおいて別途、環境・放射線管理ＧＭが定める規定値を超えた場合、日常モニタリングの測定方法及び使

用放射線計測器に準じて測定を実施する。 

 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－34 
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図４５ 

 
 

※３：汚染のおそれのない管理区域（Ａ区域）においては自主測定とする。 

※４：測定箇所は各様式に記載されているポイントとする。 

 

[Q-3-R1-6-1 環境放射線管理要領] 

（２）空気吸収線量率及び中性子線量当量率の測定 

周辺監視区域境界付近（東側、南側）に設置しているモニタリングポストＡ及び

Ｂにおいて空気中吸収線量率及び中性子線量当量率を常時測定する。なお、測

定値は環境監視盤及び環境放射線管理システム（主は貯蔵グループ所管の Ft

サーバにて監視）によって監視することとし、測定記録については、「Q-2-R1-6 

放射線管理マニュアル 別冊-6 環境放射線管理」に基づき記録する。 

 

60 外部電源喪失時の電源車への給油は，軽油貯蔵タ

ンク（地下式）の軽油を，軽油用ポリタンクに移し替

え，電源車近傍まで運んだ後，軽油ポリタンクから燃

料タンクに給油を行う設計とする。電源車への給油時

には，火災発生防止のために，発電機とエンジンを停

止させる。 

 

別添Ⅰ2 2.7 c. 

［①-227］ 

詳細な手順につき、マニュアルの別添として記載することとし、保安規定

本文には記載不要 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 

61 電源車から電気を供給する際には，電源車の過負

荷を防止するために，不要な負荷の切り離しや共用

無停電電源装置の入力回路の変更を行うことを保安

規定に定め，運用する。 

 

添付 16-1 2.4 （外部電源喪失時の対応） 

第２８条 貯蔵ＧＭは，外部電源喪失が発生した場合，無停電電源

装置からの給電が継続していることを確認する。無停電電源装置

の給電可能時間を超える外部電源喪失が発生した場合は，電源車

等から無停電電源装置に給電を行う。なお，無停電電源装置の点

検時等には，電源車等から直接給電を行う。 

 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 

62 軽油貯蔵タンク（地下式）は，外部電源喪失時に，電

源車が必要な負荷へ 72 時間以上の給電が可能な

容量の軽油を貯蔵できる設計とする。 

 

別添Ⅰ2 2.7 d. 

［①-228］ 

詳細な手順につき、マニュアルの別添として記載することとし、保安規定

本文には記載不要 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 63 また，必要とする量の軽油を貯蔵することを保安規

定に定め，運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.7 d. 

64 タンク 1 基が，点検又は不具合により使用できない状

況が発生した場合でも，残りのタンクで必要量を確保

する 

 

添付 16-1  3.4(3) 

［①-230］ 

65 設備の更新・増設等で負荷が増加する場合には，無

停電電源装置の出力を超過しないことを確認する。 

 

添付 16-1 3.1(1) 

［①-229］ 

第７章 施設管理 

（施設管理計画） 

第４９条 使用済燃料貯蔵施設について，使用済燃料貯蔵事業許可を

受けた設備に係る事項及び「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関す

る規則」を含む要求事項の適合を維持し，使用済燃料貯蔵施設の安

[Q-2-M1 施設管理マニュアル] 

２０．構成管理 

施設所管箇所ＧＭ及び施設運用箇所ＧＭは、施設管理を通じ以下の要素間の

均衡を維持する。 

（１）設計要件（「構築物、系統及び機器等がどのようなものでなければならないか」と

66 設備の更新・増設等で負荷が増加する場合には，共

用無停電電源装置の負荷が 55kVA を超過しないこと

添付 16-1  3.2(2) 

［①-230］ 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－35 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

を確認する。 

 

全を確保するため，以下の施設管理計画を定める。 

13. 構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

(1) 設計要件（第４条 7.2.1 に示す業務・使用済燃料貯蔵施設に対す

る要求事項のうち，「構築物，系統及び機器がどのようなものでなけ

ればならないか」という要件を含む第５０条の設計管理に対する要求

事項をいう。） 

(2) 施設構成情報（第４条 4.2.1 に示す文書のうち，「構築物，系統及

び機器がどのようなものかを示す図書，情報」をいう。） 

(3) 物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

いう要件を含む設計に対する要求事項（16.1 設計管理参照）をいう。） 

（２）施設構成情報（「２４.文書及び記録管理マニュアル参照」）に基づく文書のうち、

「構築物、系統及び機器等がどのようなものかを示す図書、情報をいう。」 

（３）物理的構成（実際の構築物、系統及び機器等をいう。） 

 

67 電源車より 215kVA で 3 時間給電した後燃料給油の

ために 30 分間停止し，これを繰り返し， 

 

添付 16-1  3.4(3) 

［①-230］ 

詳細な手順につき、マニュアルの別添として記載することとし、保安規定

本文には記載不要 

[Q-2-EM1-1 自然現象等対応マニュアル 別添 自然現象対応手順]津波編 

（２）津波襲来時の対応手順 

 ⑧損傷した金属キャスクの基本的安全機能確認 

  ２）除熱機能以外の基本的安全機能 

 

 監視・記録    

68 監視盤室と事務建屋の表示・警報装置で警報が発生

した場合は，指示値を確認し，その後，原因調査を行

い，必要な対策を行う。警報発生時の対応について

は，手順書を定めて対応する。 

 

添付 12 3.1.3(4) 

［①-196］ 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭは，次の各号に掲げる使用済燃料貯蔵施設の操作

に関するマニュアルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条

第３項に基づき保安委員会の確認を得る。 

(1) 巡視点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

(3) 警報発生時の措置に関する事項 

(4) 火災発生時，火山影響等発生時，その他自然災害発生時等及

び火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する事項 

２．保全ＧＭ又は貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の受入設備の操

作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関するマニュア

ルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条第３項に基づき保

安委員会の確認を得る。 

 

（異常時の基本的な対応） 

第２５条 貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設において次の各号が発

生した場合，貯蔵保全部長に報告する。 

(1) 基本的安全機能に係る警報の発生又はそのおそれのある事態

を発見した場合 

(2) 使用済燃料を収納した金属キャスクの取扱い中に基本的安全

機能に係る異常が発生した場合 

２．貯蔵保全部長は，前項の異常が発生した場合は，センター長及

び取扱主任者に報告する。 

 

[貯蔵管理マニュアル 警報発生時の処置手順書（Ｑ－３－ＳＴ１－３－１）] 

７．警報処置に係る一般事項 

（１）監視員は、貯蔵施設の維持及び安全を確保するため、設備・機器の特性をよく理

解するとともに、それらの相互関係について精通しておくこと。 

（２）設備・機器の温度、振動、音響等については、どの程度が正常か、弁やダンパの

開度、計器の指示は負荷に応じて変化するので、警報対応時は確認項目にあ

る数値に基づき異常の有無を判断することが重要である。 

（３）警報は「単独」で発報する場合と、「複数」で発報する場合があるが、本手順書では

個々の警報が単独で発報した場合のみの処置を記しているため、警報が同時に

「複数」発報した場合は、総合的に判断し対応すること。 

（４）本手順書の警報の具体的処置の実施にあたっては、必要に応じ、貯蔵ＧＭと連絡

を取りながら行うこと。 

（５）貯蔵ＧＭは、基本的安全機能に係る警報の発生した場合は貯蔵保全部長に報告

する。 

（６）本手順書は、貯蔵グループ員が行う処置のみを記述しており、設備・機器の担当グ

ループへの連絡行為は省略する。 

 

69 キャスク監視盤に記録した測定データは，定期的に

外部記憶媒体に保存するとともに，バックアップを作

成し，外部記憶媒体は貯蔵建屋内及び予備緊急時

対策所に保管する。 

添 付 12   3.1.3 

（５） 

［①-196］ 

（記 録） 

第６９条 組織は，表６９－１及び表６９－３に定める保安に関す

る記録を適正に作成（表６９－１の１．を除く。）し，保存する。

なお，記録の作成に当たっては，法令に定める記録に関する事項

[貯蔵管理マニュアル 貯蔵管理日誌作成要領（Ｑ－３－ＳＴ１－２－２）] 

７．作成要領 

（２）記録保存ＤＶＤの作成・保管管理 

貯蔵ＧＭは、定期的に、監視装置から監視パラメータや監視装置操作ログを記



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－36 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

 を遵守する。 

２．各ＧＭは，表６９－２に定める保安に関する記録を適正に作成

し，保存する。なお，記録の作成に当たっては，法令に定める記

録に関する事項を遵守する。 

 

録保存ＤＶＤに出力し保管する。記録保存ＤＶＤは２枚作成し、１枚を事務建屋、

１枚を高台緊急時対策所に保管する。記録保存ＤＶＤの作成は監視装置で行う

が、監視装置の運用については「Ｑ－３－ＳＴ１－１－２監視装置運用要領」にて

定める。 

70 各計測設備は無停電電源装置から給電されており，

外部電源が喪失した場合でも測定と表示，記録は継

続される。しかし，津波による計測設備や電源設備の

水没や設備の故障により監視が継続できなくなった

場合には，代替計測を行い，測定者が測定結果を記

録用紙に記録し，保存する。 

 

添 付 12   3.1.3 

（５） 

［①-196］ 

（異常時の措置） 

第２６条 貯蔵保全部長は，第２５条第１項の異常が発生した場合

は，異常の状況，機器の動作状況等を確認するとともに，原因の

除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 

 

[貯蔵管理マニュアル 異常対応（Ｑ－２－ＳＴ１－３）] 

９．１．５ 外部電源喪失事象 

略 

電源喪失が長期間にわたり、計測設備，放射線監視設備による監視が中断した

場合，代替計測を実施し代替計測値と中断前計測値との比較等により貯蔵施設に

異常が無いことを確認するとともに、測定結果を記録し保存する。常用電源復旧後

は，各設備の中断前代替計測値と復旧後計測値の比較等により貯蔵施設に異常が

無いことを確認する。 

 

71 記録媒体への保存に当たっては，「核燃料物質の加

工の事業に関する規則等に係る電磁的方法による

保存等をする場合に確保するよう努めなければなら

ない基準」（平成二十四年九月十九日原子力規制委

員会告示第二号）を遵守するとともに，管理方法を保

安規定に定め，運用する。 

 

添 付 12   3.1.3 

（５） 

（記 録） 

第６９条 組織は，表６９－１及び表６９－３に定める保安に関す

る記録を適正に作成（表６９－１の１．を除く。）し，保存する。

なお，記録の作成に当たっては，法令に定める記録に関する事項

を遵守する。 

２．各ＧＭは，表６９－２に定める保安に関する記録を適正に作成

し，保存する。なお，記録の作成に当たっては，法令に定める記

録に関する事項を遵守する。 

 

[貯蔵管理マニュアル 貯蔵管理日誌作成要領（Ｑ－３－ＳＴ１－２－２）] 

７．作成要領 

（２）記録保存ＤＶＤの作成・保管管理 

貯蔵ＧＭは、定期的に、監視装置から監視パラメータや監視装置操作ログを記

録保存ＤＶＤに出力し保管する。記録保存ＤＶＤは２枚作成し、１枚を事務建屋、

１枚を高台緊急時対策所に保管する。記録保存ＤＶＤの作成は監視装置で行う

が、監視装置の運用については「Ｑ－３－ＳＴ１－１－２監視装置運用要領」にて

定める。 

 施設管理    

72 一般産業用工業品の更新や交換等は，本申請書で

記載している仕様又は性能を満足していることを評

価のうえ使用を開始し，定期事業者検査等で性能を

維持していることを確認する。一般産業用工業品は

保安規定に基づくマニュアル類に従い，施設管理計

画に反映し，設備の維持管理を行う。 

 

別添Ⅰ1 1.9(6) 第２章 品質マネジメントシステム 

 

7.4 調達 

組織は，「調達管理マニュアル」及び「原子力取引先登録マニ

ュアル」に基づき，調達を実施する。 

 

[Q-2-P1 調達管理マニュアル] 

７．調達に関する基本方針 

 （１）調達プロセス 

１１．仕様検討・積算・承認・契約請求 

 （１）技術的妥当性確認 

73 （安全機能の健全性維持） 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維

持するため，施設管理の方法を保安規定に定める。 

 

添付 9 5.2(3) 第７章 施設管理 [Q-2-M1 施設管理マニュアル] 

７．施設管理 

74 （受入れ区域天井クレーンの金属キャスク） 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維

持するため，施設管理の方法を保安規定に定める。 

 

添付 11-1 3.(3) 第７章 施設管理 [Q-2-M1 施設管理マニュアル] 

７．施設管理 

75 （搬送台車の金属キャスク） 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維

持するため，施設管理の方法を保安規定に定める。 

 

添付 11-2 4．(3) 第７章 施設管理 [Q-2-M1 施設管理マニュアル] 

７．施設管理 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－37 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

76 （圧縮空気供給設備） 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維

持するため，施設管理の方法を保安規定に定める。 

 

添付 11-3 5.(3) 第７章 施設管理 [Q-2-M1 施設管理マニュアル] 

７．施設管理 

 貯蔵条件    

77 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当た

っては，臨界評価で考慮した因子についての条件又

は範囲を逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者

が確認した使用済燃料集合体の収納等の状態が貯

蔵上必要な条件を満足していることを，記録により確

認する。 

 

別添Ⅰ1 1.1.1 (5) 

［①-3］ 

（使用済燃料を収納した金属キャスクの受入れ確認） 

第２１条 貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料を収納し

た金属キャスクを貯蔵区域に貯蔵する場合は，使用済燃料を収納

した金属キャスクについて，使用前事業者検査に合格したもので

あることを確認する。 

 

[貯蔵管理マニュアル(Ｑ－２－ＳＴ１)] 

７．４ 金属キャスクの受入れ 

(1)受入れ前確認 

貯蔵ＧＭは、金属キャスクの受入れ区域前にあたり、以下の事項を確認する。 

ａ．金属キャスク受入れの際、保全ＧＭが作成した受入れ設備、監視装置及びエリ

アモニタリング設備の点検記録により異常の有無を確認する。 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設に金属キャスクを搬入する場合は、搬入する金属キャスク

について、事前に電力会社からの記録を受け取り、これに基づき使用済燃料貯

蔵施設での貯蔵に適合したものであることを、収納条件である表－１、表－２－

１、表－２－２、図－１－１、図－１－２、図－１－３を含む金属キャスク受入れ前

確認事項（表－４－１）にて確認し、金属キャスク受入れ前確認記録を作成す

る。尚、受入れ前確認で不適合が発見された場合は、搬入元の電力会社と協議

の上必要な措置を講じる。 

 

78 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当た

っては，除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃

料集合体の燃焼度に応じた配置の条件又は範囲を

逸脱しないよう，契約先である原子炉設置者が確認し

た使用済燃料集合体の収納等の状態が貯蔵上必要

な条件を満足していることを，記録により確認する。 

 

別添Ⅰ1 1.3(4) 

［①-193］ 

79 使用済燃料集合体を金属キャスクに収納するに当た

っては，遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃

料集合体の燃焼度に応じた当該使用済燃料集合体

の配置の条件又は範囲を逸脱しないよう，契約先で

ある原子炉設置者が確認した使用済燃料集合体の

収納等の状態が貯蔵上必要な条件を満足しているこ

とを，記録により確認する。 

 

別添Ⅰ1 1.4(3) 

［①-221］ 

80 異常時や貯蔵後の搬出に備えた対応として，金属キ

ャスクの搬入前に契約先である原子炉設置者との間

で，原子炉等規制法第五十九条に基づく容器の承認

の更新及び搬出の際に必要な措置に関する取り決

めを行い，貯蔵期間中における原子炉設置者が行う

当該措置の履行状況を確認する。 

なお，当該措置の履行状況について確認することを

保安規定に定め運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.1(2) ｂ． 

 キャスク取扱い    

81 金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定

め， 

 

別添Ⅰ2 2.2(1) 

［①-175］ 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭは，次の各号に掲げる使用済燃料貯蔵施設の操作

に関するマニュアルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条

第３項に基づき保安委員会の確認を得る。 

(1) 巡視点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

(3) 警報発生時の措置に関する事項 

(4) 火災発生時，火山影響等発生時，その他自然災害発生時等及

[貯蔵管理マニュアル(Ｑ－２－ＳＴ１)] 

７．４ 金属キャスクの受入れ 

(3)移動、据付 

保全ＧＭは、「Ｑ－２－ＳＴ１－７ 金属キャスク取扱手順作成要領」に基づき作成

した手順に従い、使用済燃料貯蔵施設に受入れた金属キャスクの移動、据付を行う

とともに、移動、据付確認記録（金属キャスク配置記録を含む）を作成する。 

 

７．５ 金属キャスクの貯蔵 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－38 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

び火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する事項 

２．保全ＧＭ又は貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の受入設備の操

作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関するマニュア

ルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条第３項に基づき保

安委員会の確認を得る。 

 

(3)移動、据付 

貯蔵ＧＭは、使用済燃料貯蔵施設内で貯蔵中の金属キャスクの移動、据付を行う

場合、「Ｑ－２－ＳＴ１－７ 金属キャスク取扱手順作成要領」に基づき作成した手順

に従い、使用済燃料貯蔵施設に受入れた金属キャスクの移動、据付を行うとともに、

移動、据付確認記録（金属キャスク配置記録を含む）を作成する。 

82 金属キャスクの移送及び取扱いに対して手順を定

め，金属キャスクの落下防止対策，金属キャスク単独

及び金属キャスク相互の衝突防止対策並びに転倒防

止対策を講ずる設計とする。また，緩衝体等の移送及

び取扱いに対して手順を定め，落下防止対策を講ず

る設計とする。 

 

別添Ⅰ2 2.2(2)c. 

［①-176］ 

設備の説明であり、運用としての記載不要 

手順については７３で記載 

 

― 

83 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクをつった状

態で仮置き中の金属キャスク上を通過できないように

可動範囲を制限するインターロックを設け，金属キャ

スク相互の衝突を防止する。 

 

別添Ⅰ2 2.2(2)e.(a) 

［①-177］ 

設備の説明であり、運用としての記載不要 [設備の操作手順書(搬送台車、受入れ区域天井クレーン)(Ｑ－３－ＳＴ１－６－１)] 

７．２．３設備の安全機能 

（１）落下防止機能 

・ワイヤーロープ，ブレーキ及びリミットスイッチの二重化 

・フェイル・セイフ設計（電気等の動力を失った場合に動作するブレーキ等） 

（２）エリア制限 

本クレーンは、クレーンの位置、つり上げ質量により、クレーンの稼働できる範囲

に以下の制限がある。これらのインターロックは荷重が解放されることで解除がかの

うとなる。 

84 受入れ区域天井クレーンは，金属キャスクをつった状

態で仮置き中の金属キャスクを通過できないように可

動範囲を制限するインターロックを設け，金属キャスク

相互の衝突を防止する。 

 

添付 11－1 2.1(1)c. 

［①-179］ 

設備の説明であり、運用としての記載不要 [設備の操作手順書(搬送台車、受入れ区域天井クレーン)(Ｑ－３－ＳＴ１－６－１)] 

７．２．３設備の安全機能 

（１）落下防止機能 

・ワイヤーロープ，ブレーキ及びリミットスイッチの二重化 

・フェイル・セイフ設計（電気等の動力を失った場合に動作するブレーキ等） 

（２）エリア制限 

本クレーンは、クレーンの位置、つり上げ質量により、クレーンの稼働できる範囲に

以下の制限がある。これらのインターロックは荷重が解放されることで解除がかのうと

なる。 

 

85 受入れ区域天井クレーンは，可動範囲を制限するイ

ンターロックを設ける。 

 

添付 11－1 2.1(2)a. 

［①-179］ 

設備の説明であり、運用としての記載不要 [設備の操作手順書(搬送台車、受入れ区域天井クレーン)(Ｑ－３－ＳＴ１－６－１)] 

７．２．３設備の安全機能 

（１）落下防止機能 

・ワイヤーロープ，ブレーキ及びリミットスイッチの二重化 

・フェイル・セイフ設計（電気等の動力を失った場合に動作するブレーキ等） 

（２）エリア制限 

本クレーンは、クレーンの位置、つり上げ質量により、クレーンの稼働できる範囲に

以下の制限がある。これらのインターロックは荷重が解放されることで解除がかのうと

なる。 

86 搬送台車は障害物との接触を検知する装置を設け，

衝突を防止する。また，操作員及び補助員による緊

急停止機構を設ける。 

 

別添Ⅰ2 2.2(2)e.(b) 

［①-177］ 

設備の詳細な説明のため保安規定に記載不要 [設備の操作手順書(搬送台車、受入れ区域天井クレーン)(Ｑ－３－ＳＴ１－６－１)] 

７．１．３ 設備の安全機能 

（１）衝突防止システム 

衝突防止システムは、フルロード運転時のみ使用し、搬送台車の前方に取付ける



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－39 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

87 搬送台車は障害物との接触を検知する装置を設け，

衝突を防止する。また，操作員及び補助員による緊

急停止機構を設ける。 

 

添付 11－２(1)a.(a) 

［①-181］ 

接触式パンパおよび受入エリア床面緩衝体前に設置するたて起こしエリアセンサが

ある。 

a.接触式バンパ 

接触式パンパは、搬送台車の衝突防止のため、障害物を検出するのに使用す

る。 

障害物を検出した場合、搬送台車は緊急停止する。接触式パンパのポジション

によって、通常モードと位置決めモードがありバンパの張り出し部（検出部）を調整

することによりモードが変更される。張り出し部を短くする位置決めモードでは速度

制限（30%）となる。 

b.たて起しエリアセンサ 

たて起しエリアセンサは、貯蔵容器たて起しエリアでの搬送台車の衝突防止の

ため、障害物を検出するのに使用する。障害物を検出した場合、搬送台車は緊

急停止する。たて起しエリアセンサを取付けることにより速度制限（30%）となる。 

（２）緊急停止スイッチ（E-STOP スイッチ） 

左右のドライブユニットには、各 1 個、合計で 2 個の緊急停止スイッチが取り付けら

れている。緊急停止スイッチは、3 ポジションのイネーブルグリップスイッチとなってお

り、ポジション1（押されていない状態）、およびポジション3（中間位置を過ぎて押され

た状態）では、搬送台車を緊急停止する。ポジション 2（中間位置まで押されている

状態）は、搬送台車の操作が可能となる。 

 

88 搬送台車には障害物との接触を検知する装置を設

け，衝突を防止する。また，操作員及び補助員による

緊急停止機構を設ける。 

 

添付 11－２(1)b.(a) 

［①-182］ 

89 万一，たて起こし時に金属キャスクが転倒しても，金

属キャスクの閉じ込め機能に著しい損傷を与えないよ

うに衝撃吸収材をたて起こし架台及びその周辺に敷

設する。 

 

別添Ⅰ2 2.2(2)e.(e) 

［①-187］ 

設備の説明であり、運用としての記載不要 ― 

 

90 保安規定に，金属キャスクの移送及び取扱いに対し

て手順を定めて運用する。 

 

別添Ⅰ2 2.2(2)g. （マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭは，次の各号に掲げる使用済燃料貯蔵施設の操作

に関するマニュアルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条

第３項に基づき保安委員会の確認を得る。 

(1) 巡視点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

(3) 警報発生時の措置に関する事項 

(4) 火災発生時，火山影響等発生時，その他自然災害発生時等及

び火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する事項 

２．保全ＧＭ又は貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の受入設備の操

作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関するマニュア

ルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条第３項に基づき保

安委員会の確認を得る。 

 

[貯蔵管理マニュアル(Ｑ－２－ＳＴ１)] 

７．４ 金属キャスクの受入れ 

(3)移動、据付 

保全ＧＭは、「Ｑ－２－ＳＴ１－７ 金属キャスク取扱手順作成要領」に基づき作成

した手順に従い、使用済燃料貯蔵施設に受入れた金属キャスクの移動、据付を行う

とともに、移動、据付確認記録（金属キャスク配置記録を含む）を作成する。 

 

７．５ 金属キャスクの貯蔵 

(3)移動、据付 

貯蔵ＧＭは、使用済燃料貯蔵施設内で貯蔵中の金属キャスクの移動、据付を行う

場合、「Ｑ－２－ＳＴ１－７ 金属キャスク取扱手順作成要領」に基づき作成した手順

に従い、使用済燃料貯蔵施設に受入れた金属キャスクの移動、据付を行うとともに、

移動、据付確認記録（金属キャスク配置記録を含む）を作成する。 

91 なお，遮蔽扉（機器搬出入口）は通常，閉運用と

することから，搬送台車の仮想的大規模津波の水

流に対する評価は行わない。遮蔽扉（機器搬出入

口）を開とする時間は必要最小限とすることを保

安規定に定め，運用する。 

 

添付 11-2 ２． （マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭは，次の各号に掲げる使用済燃料貯蔵施設の操作

に関するマニュアルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条

第３項に基づき保安委員会の確認を得る。 

(1) 巡視点検に関する事項 

(2) 異常時の措置に関する事項 

[貯蔵管理マニュアル(Ｑ－２－ＳＴ１)] 

７．４ 金属キャスクの受入れ 

(3)移動、据付 

保全ＧＭは、「Ｑ－２－ＳＴ１－７ 金属キャスク取扱手順作成要領」に基づき作成

した手順に従い、使用済燃料貯蔵施設に受入れた金属キャスクの移動、据付を行う

とともに、移動、据付確認記録（金属キャスク配置記録を含む）を作成する。 



※：［ ］は補足説明資料（設 2-補-016(第 3-4 表)）の右下頁番号 
設工認内容－40 

 

№ 設工認記載内容 記載場所※ リサイクル燃料備蓄センター保安規定 社内マニュアル名・記載概要 

(3) 警報発生時の措置に関する事項 

(4) 火災発生時，火山影響等発生時，その他自然災害発生時等及

び火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する事項 

２．保全ＧＭ又は貯蔵ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の受入設備の操

作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関するマニュア

ルを作成し，制定・改訂に当たっては，第７条第３項に基づき保

安委員会の確認を得る。 

 

なお、金属キャスクを取り扱うにあたり、作業要領を十分整備し、よく訓練された監

督者の直接指揮下で行う体制をとる。 

金属キャスクを受入れ区域の排気口付近に仮置きする期間は、搬入時、及び搬

出時に限定し、仮置きする際は輸送時と同様に三次蓋、及び緩衝体を取り付けた状

態とする。 

使用済燃料貯蔵施設で貯蔵する使用済燃料集合体は、金属キャスクに収納され

た状態で施設に搬入し、別の容器に詰め替えることなく貯蔵する。 

保全ＧＭは、使用済燃料を貯蔵する場合次の事項を順守する。 

ａ．使用済燃料貯蔵設備の操作開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な

事項及び操作停止後に確認すべき事項を「Ｑ－２－ＳＴ１－６ 貯蔵管理マニュ

アル 別冊－６ 使用済燃料貯蔵施設の操作管理」に基づき手順書類に定め、

これを操作員に守らせること。 

また、使用済燃料貯蔵設備の試験操作を行う場合には、その目的、方法及び

異常の際に採るべき処置等を確認の上これを行わせること。 

ｂ．所定の場所に金属キャスクを固定する際は、貯蔵架台、埋め込み金物外表面

及びねじ部、ボルトねじ部に砂等の異物が無いことを確認すること。又、砂等の

異物が有る場合は取り除くこと。 

ｃ．金属キャスクに収納した状態で、貯蔵架台を介して床面に規定トルクにて固定

ボルトを締め付け固定して、貯蔵区域に貯蔵すること。 

ｄ．貯蔵区域の遮蔽扉は、原則として金属キャスクを受入れ区域から貯蔵区域に

移送する一連の作業の間のみ開放し、それ以外の時は閉鎖しておくこと。 

 

 


